
号

外�十五
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

○
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
〇

○
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
八

○
岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六
一

規

則

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
中｢

非
保
護
者｣

を｢

被
保
護
者｣

に
、｢

別
表
二｣

を｢

第
二
条｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

次
に｣

を｢

次
の
各
号
に｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中｢

除
籍
の
抄
本｣

を

｢

消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し(

加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、

除
籍
の
抄
本)｣

に
改
め
、
同
号
ウ
中｢

戸
籍
の
抄
本｣

を｢

住
民
票
の
写
し(

心
身
障
害
者
又
は
年

金
管
理
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の
抄
本)｣

に
改
め
、
同

項
第
二
号
イ
中｢

戸
籍
の
抄
本｣

を｢

住
民
票
の
写
し(

加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏

名
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の
抄
本)｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

加
入
者
が
請
求
す
る
場
合

ア

加
入
者
の
住
民
票
の
写
し(

加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合

は
、
戸
籍
の
抄
本)

イ

心
身
障
害
者
の
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し(

心
身
障
害
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い

る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
除
籍
の
抄
本)
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(
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日
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行

(

休
日
に
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た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日



二

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遺
族(

以
下
単
に｢

遺
族｣

と
い
う
。)

が
請
求
す
る
場

合ア

加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し(

加
入
者
又
は
心
身
障
害
者
の
氏

名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
除
籍
の
抄
本)

イ

遺
族
の
住
民
票
の
写
し

ウ

加
入
者
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
加
入
者
及
び
遺
族
の
相
互
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

エ

加
入
者
の
死
亡
当
時
遺
族
が
加
入
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

第
十
条
第
二
項
中｢

に
交
付｣

を｢
を
交
付｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中｢

申
請｣

を｢
請
求｣

に
、｢

次
に
掲
げ
る
書
類
を｣

を｢

次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢
次
に
掲
げ
る
書
類
の｣

を｢

当
該
者
の
住
民
票
の
写
し

の｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

住
民
票
の
写
し｣
を｢
住
民
票
の
写
し(

加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ

届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の
抄
本)｣
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

住
民
票
の
写

し｣

を｢

住
民
票
の
写
し(

心
身
障
害
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、

戸
籍
の
抄
本)｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

申
請｣

を｢

請
求｣
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
の
三
と

し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

遺
族
の
範
囲)

第
十
条
の
二

弔
慰
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
、
死
亡
し
た
加
入
者
の
配
偶
者(

婚
姻
の

届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。)

、
子
、
父
母
、
孫
、
祖

父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
加
入
者
の
死
亡
当
時
加
入
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
と

す
る
。

２

弔
慰
金
を
受
け
る
べ
き
遺
族
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
の
し
た
請
求
は
、
全
員
の
た

め
そ
の
全
額
に
つ
き
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
し
た
支
給
は
、
全
員
に
対
し
て
し

た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
一
条
第
二
項
中｢

加
算
掛
金｣

を｢

口
数
追
加
掛
金｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中｢

戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し｣

を｢

消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し(

年

金
受
給
権
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
除
籍
の
抄
本)｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し｣

を｢

住
民
票
の
写
し(

年
金
受
給
権
者
の
氏
名

が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の
抄
本)｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

住

民
票｣

を｢

住
民
票
又
は
消
除
さ
れ
た
住
民
票｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中｢

第
四
条
第
三
項｣

を｢

第
四
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
号
の
表
の
第
六
項
中｢

二
手｣

を｢

二
手
指｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

｢�
口
数
追
加
の
み
の
申
込
み
の
場
合
に
は
､
２
の
書
類
だ
け
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡
｣

を

｢�
口
数
追
加
の
み
の
申
込
み
の
場
合
に
は
､
２
の
書
類
だ
け
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

に
改
め

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

る
。別

記
第
三
号
様
式
中 ｢心

身
障
害
者

住
所

氏
名
｣

を

｢心
身
障
害
者

住
所

氏
名

添
付
書
類
年
金
管
理
者
と
心
身
障
害
者
の
続
柄
を
証
す
る
書
面

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式(

裏
面)

中｢９
次
の
場
合
に
は
､
速
や
か
に
お
届
く
だ
さ
い
｡
｣

を

｢９
次
の
場
合
に
は
､
速
や
か
に
お
届
け
く
だ
さ
い
｡
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二(

裏
面)

中

｢９
次
の
場
合
に
は
､
速
や
か
に
お
届
く
だ
さ
い
｡

�
加
入
者
､
心
身
障
害
者
､
年
金
管
理
者
が
氏
名
や
住
所
を
変
更
し
た
と
き

�
心
身
障
害
者
､
年
金
管
理
者
が
死
亡
し
た
と
き

�
年
金
管
理
者
を
指
定
し
た
り
､
変
更
し
た
と
き

�
掛
金
が
納
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き

｣

を

｢９
次
の
場
合
に
は
､
速
や
か
に
お
届
け
く
だ
さ
い
｡

�
加
入
者
､
心
身
障
害
者
､
年
金
管
理
者
が
氏
名
や
住
所
を
変
更
し
た
と
き
｡

�
心
身
障
害
者
､
年
金
管
理
者
が
死
亡
し
た
と
き
｡

�
年
金
管
理
者
を
指
定
し
た
り
､
変
更
し
た
と
き
｡
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上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月

日

市
町
村
長

印□

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月

日

市
町
村
長

印□

�
掛
金
が
納
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
｡

�
そ
の
他
､
掛
金
の
納
付
又
は
年
金
若
し
く
は
弔
慰
金
若
し
く
は
脱
退
一
時
金
の
給
付
に
影
響

を
及
ぼ
す
事
実
が
生
じ
た
と
き
｡

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中 ｢上

記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月

日
印□
｣

を

｢上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月

日
印□

に
改
め
る
。

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡｣

別
記
第
七
号
様
式
の
二
中｢添

付
書
類

世
帯
全
員
の
所
得
・
課
税
証
明
書

住
民
票
又
は
世
帯
の
確
認
で
き
る
書
類
｣

を

｢添
付
書
類

１
世
帯
全
員
の
所
得
・
課
税
証
明
書

２
住
民
票
又
は
世
帯
の
確
認
で
き
る
書
類

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
三
中

｢添
付
書
類
災
害
の
場
合

罹
災
証
明
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

疾
病
の
場
合

医
師
の
診
断
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

を

失
職
の
場
合

離
職
証
明
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

そ
の
他
の
場
合
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

｣

｢添
付
書
類

１
災
害
の
場
合

罹
災
証
明
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
疾
病
の
場
合

医
師
の
診
断
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３
失
職
の
場
合

離
職
証
明
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

に
改
め
る
。

４
そ
の
他
の
場
合
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢

別
記
第
七
号
様
式
の
四
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

別
記
第
九
号
様
式
の
二
中

｢上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日

市
町
村
長
氏

名
印□
｣

を

｢上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日

市
町
村
長

印□

に
改
め
る
。

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

別
記
第
十
号
様
式
中

｢
(添
付
書
類
)

１
加
入
者
の
死
亡
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

�
加
入
者
の
死
亡
診
断
書
若
し
く
は
死
体
検
案
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
書
類
｡

た
だ
し
､
当
該
加
入
者
の
死
亡
が
加
入
し
た
日
か
ら
２
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
､

所
定
の
死
亡
証
明
書
(第
11号
様
式
)

�
加
入
者
の
除
籍
の
抄
本

�
心
身
障
害
者
及
び
年
金
管
理
者
の
戸
籍
の
抄
本

を

�
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
加
入
者
の
重
度
障
害
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

�
障
害
診
断
書
(第
12号
様
式
)

�
加
入
者
の
戸
籍
の
抄
本

�
前
号�
及
び�
に
掲
げ
る
書
類

｣
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死
亡
し
た

と
こ
ろ
の
種
別

死
亡
し
た

と
こ
ろ
の
種
別

１
病
院
２
診
療
所
３
介
護
老
人
保
健
施
設
４
助
産
所

５
老
人
ホ
ー
ム
６
自
宅
７
そ
の
他

１
病
院
２
診
療
所
３
老
人
保
健
施
設
４
助
産
所

５
老
人
ホ
ー
ム
６
自
宅
７
そ
の
他

上
記
の
と
お
り
､
弔
慰
金
の
給
付
を
請
求
し
ま
す
｡

年
月

日
加
入
者
又
は
遺
族

氏
名�

岐
阜
県
知
事

様

上
記
の
と
お
り
､
弔
慰
金
の
給
付
を
請
求
し
ま
す
｡

年
月

日
加
入
者

氏
名�

岐
阜
県
知
事

様

証
書
の
交
付
を
受

け
た
年
月
日

証
書
の
交
付
を
受

け
た
年
月
日

｢添
付
書
類

１
加
入
者
の
死
亡
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

�
加
入
者
の
死
亡
診
断
書
若
し
く
は
死
体
検
案
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
書
類
｡

た
だ
し
､
当
該
加
入
者
の
死
亡
が
加
入
し
た
日
(口
数
追
加
を
し
た
日
)
か
ら
２
年
以

内
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
､
所
定
の
死
亡
証
明
書
(第
11号
様
式
)

�
加
入
者
の
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
(加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る

氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
除
籍
の
抄
本
)

�
心
身
障
害
者
及
び
年
金
管
理
者
の
住
民
票
の
写
し
(心
身
障
害
者
又
は
年
金
管
理
者

の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
)

に

�
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
加
入
者
の
重
度
障
害
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

�
障
害
診
断
書
(第
12号
様
式
)

�
加
入
者
の
住
民
票
の
写
し
(加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な

る
場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
)

�
前
号�
及
び�
に
掲
げ
る
書
類

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢死

亡
証
明
書
｣

を｢死
亡
証
明
書
(死
体
検
案
書
)
｣

に
、

｢
を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
十
四
号
様
式(

裏
面)

中

｢１
こ
の
証
書
は
､
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
｡

も
し
､
こ
の
証
書
を
破
っ
た
り
､
よ
ご
し
た
り
又
は
な
く
し
た
と
き
は
､
新
し
い
証
書
を

を

渡
し
ま
す
か
ら
年
金
証
書
再
交
付
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
｡

｣

｢１
こ
の
証
書
は
､
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
｡

も
し
､
こ
の
証
書
を
破
っ
た
り
､
よ
ご
し
た
り
又
は
な
く
し
た
と
き
は
､
新
し
い
証
書
を
渡

に
、

し
ま
す
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
｡

｣

｢７
こ
の
証
書
は
､
他
人
に
譲
り
渡
し
た
り
､
質
に
入
れ
た
り
､
こ
れ
を
か
た
に
し
て
他
人
か

ら
金
銭
を
借
り
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡

｣

を

｢７
こ
の
証
書
は
､
他
人
に
譲
り
渡
し
た
り
､
質
に
入
れ
た
り
､
こ
れ
を
か
た
に
し
て
他
人
か

ら
金
銭
等
を
借
り
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡

｣

に

改
め
る
。

｢

別
記
第
十
六
号
様
式
中

に

｣

｢

に
改
め
る
。

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

別
記
第
十
九
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢添
付
書
類

１
加
入
者
の
戸
籍
抄
本

を
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住
所

住
所

２
心
身
障
害
者
の
除
籍
の
抄
本
｣

｢添
付
書
類

１
加
入
者
が
請
求
す
る
場
合

�
加
入
者
の
住
民
票
の
写
し
(加
入
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る

場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
)

�
心
身
障
害
者
の
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
(心
身
障
害
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出

て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
除
籍
の
抄
本
)

２
遺
族
が
請
求
す
る
場
合

�
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
(加
入
者
又
は
心
身
障
害
者

に

の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
除
籍
の
抄
本
)

�
遺
族
の
住
民
票
の
写
し

�
加
入
者
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
加
入
者
及
び
遺
族
の
相
互
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

�
加
入
者
の
死
亡
当
時
遺
族
が
加
入
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中｢

(第
10条
の
２
関
係
)
｣

を｢
(第
10条
の
３
関
係
)
｣

に
、

｢
(添
付
書
類
)

１
条
例
施
行
規
則
第
９
条
に
よ
る
加
入
者
等
脱
退
(減
少
)
届
書
(第
22号
様
式
)

２
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し
(加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
氏
名
が
知
事

へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
)｡
た
だ
し
､
知
事
が
住
民
基
本

を
台
帳
法
第
30条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
本
人
確
認
情
報
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
､
住
民
票
の
写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡｣

｢添
付
書
類

１
加
入
者
等
脱
退
(減
少
)
届
書
(第
22号
様
式
)

２
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し
(加
入
者
又
は
心
身
障
害
者
の
氏
名
が
知
事

へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
)｡
た
だ
し
､
知
事
が
住
民
基
本

台
帳
法
第
30条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
本
人
確
認
情
報
を

に

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
､
住
民
票
の
写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
三
中｢

(第
10条
の
２
関
係
)
｣

を｢
(第
10条
の
３
関
係
)
｣

に
改
め

る
。別

記
第
二
十
二
号
様
式
中｢２

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
口
数
追
加
証
書
｣

を

｢
２
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
口
数
追
加
証
書

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中

｢添
付
書
類
年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
｡
た
だ

し
､
知
事
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
30条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
給
権
者
の

を

本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
､
住
民
票
の
写
し
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢添
付
書
類
年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
､
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
(年
金
受
給

権
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出
て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
除
籍
の
抄
本
)｡

た
だ
し
､
知
事
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
30条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
受
給

権
者
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
､
消
除
さ
れ
た
住
民
票

に

の
写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。
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上
記
の
と
お
り
､
年
金
の
支
給
停
止
事
由
が
発
生
・
消
滅
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日

氏
名�

岐
阜
県
知
事

様

上
記
の
と
お
り
､
年
金
の
支
給
停
止
事
由
が
発
生
・
消
滅
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日

氏
名�

岐
阜
県
知
事

様

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中

｢
私
は
､
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
年
金
管
理
者

と
な
る
こ
と
に
同
意
し
､
上
記
の
心
身
障
害
者
の
年
金
を
管
理
し
､
よ
き
理
解
者
と
し
て
誠
意

を
も
っ
て
保
護
養
育
に
あ
た
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

を

年
月

日

(年
金
管
理
者
)
氏
名�

｣

｢
私
は
､
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
年
金
管
理
者

と
な
る
こ
と
に
同
意
し
､
上
記
の
心
身
障
害
者
の
年
金
を
管
理
し
､
よ
き
理
解
者
と
し
て
誠
意

を
も
っ
て
保
護
養
育
に
あ
た
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日

(年
金
管
理
者
)
氏
名�

に

添
付
書
類
年
金
管
理
者
と
心
身
障
害
者
の
続
柄
を
証
す
る
書
面

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中｢岐

阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
｣

を｢岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養

共
済
制
度
条
例
｣

に
、

｢添
付
書
類

戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
｡
た
だ
し
､
知
事
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
30

条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
受
給
権
者
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ

を

と
が
で
き
る
場
合
は
､
住
民
票
の
写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡｣

｢添
付
書
類

年
金
受
給
権
者
の
住
民
票
の
写
し
(年
金
受
給
権
者
の
氏
名
が
知
事
へ
届
け
出

て
い
る
氏
名
と
異
な
る
場
合
は
､
戸
籍
の
抄
本
)
｡
た
だ
し
､
知
事
が
住
民
基
本

台
帳
法
第
30条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
受
給
権
者
の
本
人
確
認
情
報
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
､
住
民
票
の
写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

に

で
き
ま
す
｡

※
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
九
号
様
式
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条

例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

(

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
五
年

岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
項
第
二
号
中｢

加
入
し
た
者｣

の
下
に｢

及
び
そ
の
扶
養
す
る
心
身
障
害
者｣

を

加
え
、
同
項
第
四
号
中｢

申
請｣

を｢

請
求｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )６



平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中｢

障
害
児
施
設
給
付
費
支
給｣

を｢

障
害
児
入
所
給
付
費
支
給｣

に
改
め
、

同
条
中｢

障
害
児
施
設
給
付
費
・
障
害
児
施
設
医
療
費
支
給
申
請
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等

申
請
書｣

を｢

障
害
児
入
所
給
付
費
・
障
害
児
入
所
医
療
費
支
給
申
請
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免

除
等
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
の
見
出
し
中

｢

施
設
給
付
決
定｣
を

｢
入
所
給
付
決
定｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

施
設
給
付
決
定｣

を｢

入
所
給
付
決
定｣

に
、｢

障
害
児
施
設
給
付
費
・
障
害
児
施
設
医
療
費
支
給
決

定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書｣
を｢
障
害
児
入
所
給
付
費
・
障
害
児
入
所

医
療
費
支
給
決
定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書｣

に
、｢

障
害
児
施
設
受
給

者
証｣

を｢

障
害
児
入
所
受
給
者
証｣

に
、｢

障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証｣

を｢

障
害
児
入
所
医
療

受
給
者
証｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
の
見
出
し
中｢

施
設
給
付
決
定｣

を｢

入
所
給
付
決
定｣

に
改
め
、
同
条
中｢

施
設
給

付
決
定
の｣

を｢

入
所
給
付
決
定
の｣

に
、｢

施
設
給
付
決
定
取
消
通
知
書｣

を｢
入
所
給
付
決
定
取

消
通
知
書｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
六
の
見
出
し
中｢

施
設
受
給
者
証
等｣

を｢

入
所
受
給
者
証
等｣

に
改
め
、
同
条
中｢

施

設
受
給
者
証(｣

を｢

入
所
受
給
者
証(｣

に
、｢

障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証
を｣

を｢

障
害
児
入

所
医
療
受
給
者
証
を｣

に
、｢

障
害
児
施
設
受
給
者
証
・
障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書｣

を｢

障
害
児
入
所
受
給
者
証
・
障
害
児
入
所
医
療
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
七
の
見
出
し
中｢

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費｣

を｢

高
額
障
害
児
入
所
給
付
費｣

に
改
め
、

同
条
第
一
項
中｢

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
支
給
申
請
書｣

を｢

高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
支
給
申
請

書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
の｣

を｢

高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
の｣

に
、｢

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
支
給(

不
支
給)

決
定
通
知
書｣

を｢

高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
支

給(

不
支
給)

決
定
通
知
書｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
八
第
一
項
中｢

障
害
児
施
設
給
付
費
・
障
害
児
施
設
医
療
費
支
給
申
請
書
兼
利
用
者
負
担

額
減
額
・
免
除
等
申
請
書｣

を｢

障
害
児
入
所
給
付
費
・
障
害
児
入
所
医
療
費
支
給
申
請
書
兼
利
用
者

負
担
額
減
額
・
免
除
等
申
請
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

障
害
児
施
設
給
付
費
・
障
害
児
施
設
医

療
費
支
給
決
定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書｣

を｢

障
害
児
入
所
給
付
費
・

障
害
児
入
所
医
療
費
支
給
決
定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
九
の
見
出
し
中｢

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等｣

を｢

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

法｣

を｢

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
一
項
及
び
法｣

に
、｢

指
定
障

害
児
施
設
指
定
申
請
書｣

を｢

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定(

更
新)

申
請
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

法｣

を｢

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
一
項
及
び
法｣

に
、

｢

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等｣

を｢

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
又
は
指
定
障
害
児
入
所
施
設｣

に

改
め
、｢

受
け
た
者｣

の
下
に｢(

以
下｢

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等｣

と
い
う
。)｣

を
、｢

係

る｣

の
下
に｢

事
業
所
又
は｣

を
加
え
る
。

第
五
条
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
指
定
の
更
新)

第
五
条
の
十

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五

第
一
項
及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
更
新
の
申
請
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定(

更
新)

申
請
書(

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
二)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
十
三
中｢

法｣

を｢

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
及
び
法｣

に
、｢

前
条
第
一
号｣

を

｢

前
条
第
一
項
第
一
号｣

に
、｢

第
四
号
ま
で｣

を｢

第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第

五
条
の
十
四
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
の
開
始
等
の
届
出)

第
五
条
の
十
五

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
児
通
所
支

援
事
業
等
開
始
・
変
更
届
出
書(

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
六)

に
よ
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
は
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
廃
止
・
休
止
届
出
書(

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
七)

に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
十
二
第
一
項
中

｢

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
一
項

(

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は
法
第
二
十
四
条

の
九
第
一
項(
法
第
二
十
四
条
の
十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

に
、｢

第
二
十
四

条
の
十
三｣
を｢
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
法
第
二
十
四
の
十
三｣

に
改
め
、｢

辞
退｣
の
下
に｢

の
受
理｣

を
、｢

又
は
法｣

の
下
に｢

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一

項
若
し
く
は
法｣

を
加
え
、｢

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等｣

を｢

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等｣
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に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

施
設
の
設
置
者｣

を｢

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等｣

に
改
め
、
同

項
第
二
号
及
び
第
四
号
中｢

施
設｣

を｢

事
業
所
又
は
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

施
設｣

を

｢

事
業
所
又
は
施
設｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中｢

施
設｣

を｢

事
業
所

又
は
施
設｣
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

指
定
等
に
係
る
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類

第
五
条
の
十
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
知
事
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
の
十
七
の
規
定

に
よ
る
指
定
の
取
消
し
又
は
法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
の
受
理
を
し
た
と

き
は
、
市
町
村
等
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
役
員
等(

法

第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
等
を
い
う
。)

の
氏
名
、
生
年
月
日
及

び
住
所
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
十
二
を
第
五
条
の
十
三
と
す
る
。

第
五
条
の
十
一
の
見
出
し
中｢

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等｣

を｢
指
定
障
害
児
入
所
施
設｣

に
改
め
、

同
条
中｢

指
定
障
害
児
施
設
辞
退
届
出
書(

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
四)｣

を｢

指
定
辞
退
届
出
書

(

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
五)｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

(

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
変
更
の
届
出)

第
五
条
の
十
一

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
名
称
及
び
所
在
地
そ

の
他
省
令
で
定
め
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
変
更
届
出
書(

別
記
第
十
五
号
様
式
の

十
三)

に
よ
り
、
事
業
の
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書(

別
記
第
十

五
号
様
式
の
十
四)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書(

別

記
第
十
五
号
様
式
の
十
四)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
変
更
届
出
書(

別
記
第
十
五
号
様
式
の

十
三)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中｢

若
し
く
は
第
三
項
又
は
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項｣

を

｢

又
は
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
三
か
ら
第
十
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
中｢

第
三
十
四
条
の
三｣

を｢

第
三
十
四
条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
六
か
ら
第
十
九
条
の
八
ま
で
の
規
定
中｢

第
三
十
四
条
の
十
一｣

を｢

第
三
十
四
条
の

十
二｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
九
か
ら
第
十
九
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
中｢

第
三
十
四
条
の
十
四｣

を｢

法
第
三
十
四

条
の
十
五｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中｢

若
し
く
は
第
三
項
、
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項｣

を｢

又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

若
し
く
は
第
三
項
、

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項｣

を｢

又
は
第
三
項｣

に
改
め
、｢

本
人
か
ら
徴
収
す
る
と
き
は
別
表
第
二
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
つ
て｣

を
削
り
、｢

別
表

第
三｣

を｢

別
表
第
二｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
徴
収
月
額
の
決
定
の
特
例

�
Ａ
階
層
以
外
の
各
層
に
属
す
る
世
帯
か
ら
２
人
以
上
の
児
童
が
､
同
時
に
別
表
の
徴
収
基
準

額
表
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
､
そ
の
月
の
徴
収
基
準
月
額
の
最
も
多
額
な
児
童
以
外
の
児
童

に
つ
い
て
は
､
同
表
に
定
め
る
加
算
基
準
月
額
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
｡

�
入
院
期
間
が
､
１
カ
月
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
､
徴
収
基
準
月
額
又
は
加
算
基
準
月
額
に

つ
き
､
さ
ら
に
日
割
り
計
算
に
よ
っ
て
決
定
す
る
｡

そ
の
月
の
入
院
(通
院
)
期
間

基
準
月
額
×
そ
の
月
の
実
日
数

�
10円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
､
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
｡

�
児
童
に
民
法
第
877条

に
規
定
す
る
当
該
児
童
の
扶
養
義
務
者
が
な
い
と
き
は
､
徴
収
月
額

の
決
定
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
｡
た
だ
し
､
児
童
本
人
に
所
得
税
又
は
市
町
村
民
税
が
課
さ

れ
て
い
る
場
合
は
､
本
人
に
つ
き
､
扶
養
義
務
者
に
準
じ
て
徴
収
月
額
を
決
定
す
る
も
の
と
す

る
｡

２
世
帯
階
層
区
分
の
認
定

�
認
定
の
原
則

世
帯
階
層
区
分
の
認
定
は
､
当
該
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
及
び
そ
れ
以
外
の
者
で
現

に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
､
当
該
児
童
の
扶
養
義
務
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
､
そ

の
所
得
税
等
の
課
税
の
有
無
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
｡

�
認
定
の
基
礎
と
な
る
用
語
の
定
義
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ア
｢児
童
の
属
す
る
世
帯
｣
と
は
､
当
該
児
童
と
生
計
を
一
に
す
る
消
費
経
済
上
の
一
単
位

を
指
す
の
で
あ
っ
て
､
夫
婦
と
児
童
が
同
一
家
屋
で
生
活
し
て
い
る
標
準
世
帯
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
､
父
が
農
閑
期
で
出
稼
ぎ
の
た
め
数
カ
月
別
居
し
て
い
る
場
合
､
病
気
治
療
の
た
め

一
時
土
地
の
病
院
に
入
院
し
て
い
る
場
合
､
父
の
職
場
の
都
合
上
他
の
土
地
で
下
宿
し
時
々

帰
宅
す
る
こ
と
を
例
と
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
､
そ
の
父
は
児
童
と
同
一
世
帯
に
属
し
て
い

る
も
の
と
す
る
｡

イ
｢扶
養
義
務
者
｣
と
い
う
の
は
､
民
法
第
877条

に
定
め
ら
れ
て
い
る
直
系
血
族
(父
母
､

祖
父
母
､
養
父
母
等
)､
兄
弟
姉
妹
(た
だ
し
､
就
学
児
童
､
乳
幼
児
等
18歳

未
満
の
兄
弟

姉
妹
で
未
就
業
の
者
は
､
原
則
と
し
て
扶
養
義
務
者
と
し
て
の
取
扱
い
は
し
な
い
も
の
と
す

る
｡)
並
び
に
そ
れ
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
(叔
父
､
叔
母
等
)
で
家
庭
裁
判
所
が
特
別

の
事
情
あ
り
と
し
て
､
特
に
扶
養
の
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
児
童
と
世
帯
を
一
に
し
な
い
扶
養
義
務
者
に
つ
い
て
は
､
現
に
児
童
に
対
し
て

扶
養
を
履
行
し
て
い
る
者
(以
下
｢世
帯
外
扶
養
義
務
者
｣
と
い
う
｡)
の
他
は
､
認
定
に

際
し
て
扶
養
義
務
者
と
し
て
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
｡

ウ
認
定
の
基
礎
と
な
る
｢所
得
税
額
等
｣
と
は
､
所
得
税
法
､
租
税
特
別
措
置
法
､
災
害
被

害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
､
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
及
び
平
成
23年
７
月
15

日
雇
児
発
0715第

１
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
｢控
除
廃
止
の
影
響

を
受
け
る
費
用
徴
収
制
度
等
(厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
所
管
の
制
度
に
限
る
｡)

に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
所
得
税
の
額
(た
だ
し
､
所
得
税
額
を

計
算
す
る
場
合
に
は
､
所
得
税
法
第
78条
第
１
項
､
第
２
項
第
１
号
､
第
２
号
(地
方
税
法

第
314条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る
｡)､
第
３
号
(地
方
税
法
第
314

条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る
｡)､
第
92条
第
１
項
､
第
95条
第
１
項
､

第
２
項
､
第
３
項
､
租
税
特
別
措
置
法
第
41条
第
１
項
､
第
２
項
､
第
３
項
､
第
41条
の
２
､

第
41条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
５
項
､
第
41条
の
19の
２
第
１
項
､
第
41条
の
19の
３
第

１
項
及
び
第
２
項
､
第
41条
の
19の
４
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
41条
の
19の
５
第
１

項
､
租
税
特
別
措
置
費
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
10年
法
律
第
23号
)
附
則
第
12

条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
｡)､
地
方
税
法
に
よ
り
賦
課
さ
れ
る
市
町
村
民
税
(た
だ
し
､
所

得
割
を
計
算
す
る
場
合
に
は
､
地
方
税
法
第
314の

７
､
第
314条

の
８
､
同
法
附
則
第
５
条

第
３
項
及
び
第
５
条
の
４
第
６
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
｡)､
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
及

び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
支
援
給
付
を
い
う
｡
ま
ず
､
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
､
現
在
生
活
扶
助
､
医
療
扶

助
等
の
保
護
を
受
け
て
い
る
事
実
､
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
に
つ
い
て
は
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
事

実
､
所
得
税
に
つ
い
て
は
前
年
分
の
所
得
税
の
課
税
の
有
無
及
び
そ
の
額
､
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
は
､
当
該
年
度
の
市
町
村
民
税
の
課
税
又
は
免
除
(地
方
税
法
第
323条

に
よ
る
免

除
｡
以
下
同
じ
｡)
の
有
無
を
も
っ
て
認
定
の
基
準
と
す
る
｡

た
だ
し
､
前
年
分
の
所
得
税
又
は
当
該
年
度
の
市
町
村
民
税
の
課
税
関
係
が
判
明
し
な
い

場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
が
判
明
す
る
ま
で
の
期
間
は
､
前
々
年
分
の
所
得
税
又

は
前
年
度
の
市
町
村
民
税
に
よ
る
こ
と
と
す
る
｡

�
徴
収
基
準
額
表
の
適
用
時
期

毎
年
度
の
別
表
｢徴
収
基
準
額
表
｣
の
適
用
時
期
は
､
毎
年
７
月
１
日
を
起
点
と
し
て
取
扱

う
も
の
と
す
る
｡

３
徴
収
基
準
額
表
中
､
徴
収
基
準
月
額
欄
に
｢全
額
｣
と
あ
る
の
は
､
当
該
児
童
の
措
置
に
要
し

た
費
用
に
つ
い
て
､
県
が
徴
収
す
る
額
は
､
県
の
支
弁
す
べ
き
額
又
は
費
用
総
額
か
ら
医
療
保
険

各
法
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
負
担
額
を

差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

４
徴
収
金
基
準
額
の
特
例

災
害
時
に
よ
り
､
前
年
度
と
当
該
年
度
と
の
所
得
に
著
し
い
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
､
そ
の

状
況
等
を
勘
案
し
て
実
情
に
即
し
た
弾
力
性
の
あ
る
取
扱
い
を
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
｡

別
表
第
二
を
削
る
。

別
表
第
三
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
の
項
中｢知

的
障
害
児
通
園
施
設
､
難
聴
幼
児
通
園
施
設
､
肢

体
不
自
由
児
施
設
通
園
部
､
児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部
｣

を｢児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部
｣

に
改

め
、
同
表
備
考
第
一
号
中｢並

び
に
｣

を｢､
第
314条

の
８
並
び
に
｣

に
、｢及

び
第
５
条
の
４
第
６

項
｣｣

を
、｢､

第
５
条
の
４
第
６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中

｢及
び
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
､
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
｣

を｢､
災
害
被
害
者
に

対
す
る
租
税
の
減
免
､
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
｣

に
、｢の

規
定
に
｣

を｢及
び
｢控
除
廃
止
の

影
響
を
受
け
る
費
用
徴
収
制
度
等
(厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
所
管
の
制
度
に
限
る
｡)

に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
(平
成
23年
７
月
15日
雇
児
発
0715第

１
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童

家
庭
局
長
通
知
)｣
の
規
定
に
｣

に
、｢第

92条
第
１
項
｣

を｢第
78条
第
１
項
(同
条
第
２
項
第
１
号
､

第
２
号
及
び
第
３
号
(地
方
税
法
第
314条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
付
金
に
限
る
｡))､

第

92条
第
１
項
｣

に
、｢第

41条
の
２
｣

を｢第
41条
の
２
､
第
41の
３
の
２
第
４
項
｣

に
、｢第

41条
の

19の
３
第
１
項
｣

を｢第
41条
の
19の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号
中｢､
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肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
｣

及
び｢､

知
的
障
害
児
施
設
､
自
閉
症
児
施
設
､
盲
児
施
設
､
ろ
う
あ
児

施
設
｣

を
削
り
、｢､

肢
体
不
自
由
児
施
設
入
所
部
､
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
国
立
療
養
所
､

重
症
心
身
障
害
児
施
設
｣

を｢､
障
害
児
入
所
施
設
､
指
定
医
療
機
関
(入
所
に
限
る
｡)
｣

に
改
め
、

同
表
備
考
第
四
号
中｢扶

養
義
務
者
の
い
な
い
世
帯
｣

を｢
｢単
身
世
帯
｣
…
扶
養
義
務
者
の
い
な
い

世
帯
(自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
入
所
児
童
は
単
身
世
帯
と
み
な
す
｡)
｣

に
、｢母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
｣

を

｢
｢母
子
世
帯
等
｣
…
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
｣

に
、｢第

24条
の
２
に
よ
り
障
害
児
施
設
｣

を

｢第
21条

の
５
の
３
に
よ
り
障
害
児
通
所
支
援
を
受
け
る
児
童
､
同
法
第
24条

の
２
に
よ
り
障
害
児
入

所
施
設
｣

に
、｢第

７
項
､
第
14項

､
第
15項

及
び
第
16項

｣

を｢第
13項

､
第
14項

及
び
第
15項

｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
五
号
中｢第

24条
の
２
の
障
害
児
施
設
給
付
費
｣

を｢第
21条
の
５
の
２
の
障

害
児
通
所
給
付
費
又
は
同
法
第
24条

の
２
の
障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に
改
め
、｢又

は
同
一
世
帯
の
児

童
が
障
害
者
自
立
支
援
法
第
５
条
第
８
項
の
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
｣

及
び｢､

障
害
児
施
設
措
置
費
国
庫
負
担
金
及
び
知
的
障
害
者
施
設
措
置
費
国
庫
負
担
金
に
つ
い
て
(平
成
９
年

10月
17日

厚
生
省
障
第
263号

厚
生
事
務
次
官
通
知
｡
以
下
｢263号

通
知
｣
と
い
う
｡)
の
別
表
５
―

１
障
害
児
施
設
徴
収
金
基
準
額
表
(扶
養
義
務
者
用
)
に
定
め
る
知
的
障
害
児
通
園
施
設
､
難
聴
幼
児

通
園
施
設
及
び
肢
体
不
自
由
児
施
設
通
園
部
｣

を
削
り
、｢第

24条
の
２
に
定
め
る
障
害
児
施
設
に
入

所
し
て
い
る
｣

を｢第
21条
の
５
の
２
の
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
第
24条
の
２
の
障
害
児
入
所
給
付

費
を
支
給
さ
れ
て
い
る
｣

に
、｢障

害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
１
条
第
２
号
に
定
め
る
日
前
の
児
童
福

祉
法
に
基
づ
く
263号

通
知
｣

を

｢
｢障
害
児
施
設
措
置
費
(給
付
費
等
)
国
庫
負
担
金
に
つ
い
て

(平
成
19年
12月
18日
厚
生
労
働
省
発
障
第
1218002号

厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
)｣
等
｣

に
、｢第

24

条
の
20に
規
定
す
る
障
害
児
施
設
医
療
｣

を｢第
21条
の
５
の
28に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医

療
又
は
同
法
第
24条
の
20に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
医
療
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
八
号
中｢､

肢
体

不
自
由
児
療
護
施
設
｣

を
削
り
、｢知

的
障
害
児
施
設
､
第
二
種
自
閉
症
児
施
設
､
知
的
障
害
児
通
園

施
設
､
盲
児
施
設
､
ろ
う
あ
児
施
設
､
難
聴
幼
児
通
園
施
設
｣

を｢福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
｣

に
、

｢肢
体
不
自
由
児
施
設
､
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機
関
､
第
一
種
自
閉
症
児
施
設
､

重
症
心
身
障
害
児
施
設
｣

を｢医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
及
び
指
定
医
療
機
関
｣

に
改
め
、
同
表
備
考

第
十
一
号
中｢知

的
障
害
児
通
園
施
設
､
難
聴
幼
児
通
園
施
設
又
は
肢
体
不
自
由
児
施
設
通
園
部
｣

を

｢指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第15号様式の２ (第５条の２､ 第５条の８関係)

障害児入所給付費・障害児入所医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

○○子ども相談センター所長 様
次のとおり申請します｡

申請年月日 年 月 日

申

請

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名
性 別 男 ・ 女

居 住 地
〒

電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る
児 童 氏 名 続 柄

身体障害者
手 帳 番 号

療育手帳
番 号

精神障害者保健
福祉手帳番号

被 保 険 者 証 の
記号及び番号＊

保険者名及び番号＊

＊ ｢被保険者証の記号及び番号｣ 欄及び ｢保険者名及び番号｣ 欄は､ 医療型障害児入所施設､ 指定医療
機関の利用を申請する場合､ 支給申請に係る児童の加入する医療保険について記入すること｡

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

障害福祉サービス

利用中のサービスの種類と内容等

指定入所支援

利用中のサービスの種類と内容等

申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等

障
害
児
入
所
給
付
費

申請する支援の種類・申請に係る具体的内容

種

類

□福祉型障害児入所施設

□医療型障害児入所施設

具
体
的
内
容

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



申

請

す

る

減

免

の

種

類

□ Ⅰ 負担上限月額に関する認定 (下記Ⅱの軽減措置適用前)

下記の区分の適用を申請します｡

(あてはまるものに○をつける｡ いずれにも当てはまらない場合は空欄とすること｡)

１. 生活保護受給世帯

２. 市町村民税非課税世帯に属する者であって､ 合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の

合計額が80万円以下のもの

３. 市町村民税非課税世帯に属する者であって､ ２以外のもの

□ Ⅱ 医療型個別減免に関する認定

医療型障害児入所施設入所者 (注１) であるため､ 医療型個別減免を申請します｡

□ Ⅲ 特定入所障害児食費等給付費に関する認定 (医療型施設は除く)

障害児入所施設入所者 (注２) であるため､ 特定入所障害児食費等給付費を申請します｡

□ Ⅳ 生活保護への移行予防措置 (定率負担減免措置､ 特例補足給付) に関する認定

生活保護への移行予防措置 (□定率負担減免措置 □特例補足給付) を申請します｡

＊振興局又は福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります｡

いずれも､ 事実関係を確認できる書類を添付して申請すること｡

(注１) 対象施設は､ 障害児入所給付費及び障害児入所医療費の対象となる入所施設

(注２) 対象施設は､ 障害児入所給付費の対象となる入所施設

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外 (下の欄に記入)

フ リ ガ ナ
申 請 者

との関係氏 名

住 所
〒

電話番号

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )12



施
設
給
付
決
定
の
内
容

入所給付決定保護者 受
給
者
証
番
号

入
所
受
給
者
証

施設給付決定保護者等 受
給
者
証
番
号

障
害
児
施
設
受
給
者
証

生
年
月
日

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

居
住
地

生
年
月
日

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

居
住
地

上
限
管
理

対
象
者
の

場
合

複
数
児
童

の
場
合

指
定
障
害
児
入
所

施
設
等
の
名
称

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
記
入
欄

指
定
知
的
障
害
児

施
設
等
の
名
称

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
記
入
欄

特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
(補
足
給
付
)の
支
給
内
容

給
付
決
定
期
間

入
所
支
援
の
種
類

及
び
内
容

入
所
給
付
決
定
の
内
容

特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
内
容

給
付
決
定
期
間

施
設
支
援
の
種
類

及
び
内
容

合
算
対
象
と
な
る
児
童
氏
名
及
び
受
給
者
番
号
(福
祉
)

上
限
額
管
理
者
名

合
算
対
象
と
な
る
児
童
氏
名
及
び
受
給
者
番
号

上
限
額
管
理
者
名

入
所
日
・
退
所
日

入
所
日
・
退
所
日

年
月
日
か
ら
年
月
日

年
月
日
か
ら
年
月
日

施
設
確
認
印

施
設
確
認
印

別
記
第
十
五
号
様
式
の
三
中｢障

害
児
施
設
給
付
費
・
障
害
児
施
設
医
療
費
支
給
決
定
通
知
書
兼
利

用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
・
障
害
児
入
所
医
療
費
支
給
決

定
通
知
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
決
定
通
知
書
｣

に
、｢障

害
児
施
設
給
付
費
・
障
害
児
施

設
医
療
費
の
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
・
障
害
児
入
所
医
療
費
の
｣

に
、｢給

付
決
定
保
護
者
等
氏

名
｣

を｢入
所
給
付
決
定
保
護
者
等
氏
名
｣

に
、｢施

設
支
援
｣

を｢入
所
支
援
｣

に
、｢

(障
害
児
施

設
給
付
費
)
｣

を｢
(障
害
児
入
所
給
付
費
)
｣

に
、｢

(障
害
児
施
設
医
療
費
｣

を｢
(障
害
児
入

所
医
療
費
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
四
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
注
意

｣
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入所給付決定保護者等 施設給付決定保護者等

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

居
住
地

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

居
住
地

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

生
年
月
日

年
月

日

生
年
月
日

負
担
上
限
額

食
事
療
養

障
害
児
施
設
医
療

(食
事
療
養
を
除
く
)

負
担
上
限
月
額

食
事
療
養

障
害
児
入
所
医
療

(食
事
療
養
を
除
く
｡)

事
項
第
二
号
中

｢指
定
施
設
支
援
｣

を

｢指
定
入
所
支
援
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中

｢指
定
施
設
支
援
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
､
指
定
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用
(食
費
､
光
熱

水
費
等
を
除
く
｡)
の
１
割
｡
｣

を｢指
定
入
所
支
援
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
､
当
該
入
所

給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
(当
該
政
令

で
定
め
る
額
が
指
定
障
害
児
入
所
支
援
に
通
常
要
す
る
費
用
(入
所
特
定
費
用
を
除
く
｡)
の
総
額
の

１
割
相
当
の
額
を
超
え
る
と
き
は
１
割
相
当
の
額
)｡
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢施

設
給
付
決
定
保
護
者
等
｣

を
｢入
所
給
付
決
定
保
護
者
等
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中

｢障
害
児
施
設
給
付
費
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
十
一
号
中｢施

設
給
付
決
定
｣

を｢入
所
給
付
決
定
｣

に
、｢指

定
施
設
支
援
｣

を｢指
定
入
所
支
援
｣

に
、｢障
害
児

施
設
給
付
費
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
五
中｢障

害
児
施
設
医
療
受
給
者
証
｣

を｢障
害
児
入
所
医
療
受
給
者
証
｣

に
、

｢

を
｣

｢

に
、

｣

｢
｢を

｣
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
二
号
中｢障

害
児
施
設
医
療
｣

を｢障
害
児
入
所
医
療
｣

に
、｢指

定

障
害
児
施
設
等
｣

を｢指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
三
号
中｢障

害
児

施
設
医
療
｣

を｢障
害
児
入
所
医
療
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
四
号
中｢障

害
児
施
設
医
療
｣

を｢障
害
児
入
所
医
療
｣

に
、｢施

設
給
付
決
定
保
護
者
等
｣

を｢入
所
給
付
決
定
保
護
者
等
｣

に
改

め
、
同
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢障

害
児
施
設
医
療
費
｣

を｢障
害
児
入
所
医
療
費
｣

に
、｢障

害

児
施
設
給
付
費
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
様
式
の
六
中｢障

害
児
施
設
給
付
費
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
七
中｢施

設
給
付
決
定
取
消
通
知
書
｣

を｢入
所
給
付
決
定
取
消
通
知
書
｣

に
、｢施

設
給
付
決
定
｣

を｢入
所
給
付
決
定
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
九
中｢障

害
児
施
設
受
給
者
証
・
障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証
再
交
付
申
請

書
｣

を｢障
害
児
入
所
受
給
者
証
・
障
害
児
入
所
医
療
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書
｣

に
、｢障

害
児
施

設
受
給
者
証
・
障
害
児
施
設
医
療
受
給
者
証
の
｣

を｢障
害
児
入
所
受
給
者
証
・
障
害
児
入
所
医
療
受

給
者
証
の
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
中｢高

額
障
害
児
施
設
給
付
費
｣

を｢高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に
、

｢
(注
２
)
世
帯
範
囲
の
特
例
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合
は
､
そ
の
世
帯
範
囲
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
｡

を

(注
３
)
申
請
者
と
同
一
世
帯
の
他
の
支
給
決
定
障
害
者
等
全
員
分
の
申
請
書
を
併
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
｡

｣

｢
(注
２
)
申
請
者
と
同
一
世
帯
の
他
の
支
給
決
定
障
害
者
等
全
員
分
の
申
請
書
を
併
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
｡

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
一
中｢高

額
障
害
児
施
設
給
付
費
｣

を｢高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第15号様式の12 (第５条の９､ 第５条の10関係)

指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定 (更新) 申請書

年 月 日
岐阜県知事 様

事 業 者 所在地：
名 称：
代表者： 印
連絡担当者：
電話番号：

児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設に係る指定を受けたいので､ 下記の
とおり関係書類を添えて申請します｡

申
請
者(

設
置
者)

フ リ ガ ナ

名 称

主たる事務所の所在地
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

法人の種別 法人所轄庁
連絡先 電話番号 ＦＡＸ番号
代表メールアドレス

代表者の職・氏名
フリガナ フリガナ
職 名 氏 名

代 表 者 の 住 所
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事業所(施設)の所在地
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

同一所在地において行
う事業等の種類

申請
事業

指定申請をする事業等の
事業開始予定年月日

実施
事業

既に指定を受けている
事業等の指定年月日 指定事業所番号

指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
所

指
定
障
害
児

入
所
施
設

指
定
障
害
児

相
談
支
援

備考
１. ｢法人の種別｣ 欄には､ 申請者の法人種別を次の区分から選択してください｡
地方公共団体 (市町村)､ 地方公共団体 (広域連合・一部事務組合等)､ 地方公共団体 (都道府県)､ 指定
管理者等 (業務委託含む)､ 国立施設､ 社会福祉法人 (社協)､ 社会福祉法人 (社協以外)､ 医療法人､ 特
例社団法人､ 特例財団法人､ 一般社団法人､ 一般財団法人､ 営利法人､ 特定非営利活動法人 (NPO)､ 農
協､ 生協､ その他法人

２. ｢法人所轄庁｣ 欄には､ 申請者が認可法人である場合に､ その主務官庁の名称を記載してください｡
３. ｢同一所在地において行う事業等の種類｣ 欄には､ 今回申請をするもの及び既に指定を受けているものに
ついて事業の種類を記載し､ 該当する欄には ｢○｣ を記載してください｡
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第15号様式の13 (第５条の11関係)

変 更 届 出 書

年 月 日

岐阜県知事 様
事 業 者 所在地：

名 称：
代表者： 印
連絡担当者：
電話番号：

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます｡

事 業 所 番 号

指定内容を変更した事業所 (施設)
及び支援の種類

名 称

所 在 地

支 援 の 種 類

変更があった事項 変更の内容

１ 事業所 (施設) の名称 (変更前)

２ 事業所 (施設) の所在地 (設置の場所)

３ 申請者 (設置者) の名称

４ 主たる事務所の所在地

５ 代表者の氏名及び住所

６
定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本
又は条例等 (当該指定に係る事業に関す
るものに限る｡)

７
医療法第７条の許可を受けた病院又は診
療所であること

８ 事業所 (施設) の平面図及び設備の概要 (変更後)

９ 事業所 (施設) の管理者の氏名及び住所

10
事業所 (施設) の児童発達支援管理責任
者の氏名及び住所

11 主たる対象者

12 運営規程

13
障害児 (通所・入所) 給付費の請求に関
する事項

14 役員の氏名､ 生年月日及び住所

15
協力医療機関(協力歯科医療機関)の名称
及び診療科名並びに当該協力医療機関と
の契約内容

変更年月日 年 月 日

備考１ 該当項目番号に○を付してください｡
２ 変更内容がわかる書類を添付してください｡
３ 変更の日から10日以内に届け出てください｡

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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指
定
を
辞
退
す
る
施
設

指
定
を
辞
退
す
る
施
設

所
在
地

名
称

支
援
の
種
類

事
業
所
番
号

所
在
地

名
称

休
止
予
定
期
間

現
に
指
定
通
所
支
援
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す

る
措
置
(廃
止
・
休
止
す
る
場
合
の
み
)

廃
止
・
休
止
す
る
理
由

廃
止
・
休
止
予
定
年
月
日
・
再
開
し
た
年
月
日

廃
止
(休
止
・
再
開
)す
る
事
業
所
所

在
地

名
称

支
援
の
種
類

事
業
所
番
号

年
月

日
～

年
月

日

年
月

日

別
記
第
十
五
様
式
の
十
四
中｢第

５
条
の
11関

係
｣

を｢第
５
条
の
12関

係
)
｣

に
、｢指

定
障
害

児
施
設
指
定
辞
退
届
出
書
｣

を｢指
定
辞
退
届
出
書
｣

に
、

｢
住
所

設
置
者

(所
在
地
)

氏
名

印

を

(名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)

｣

｢事
業
者

住
所
：

名
称
：

代
表
者
：

印

に
、

連
絡
担
当
者
：

電
話
番
号
：

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
を
第
十
五
号
様
式
の
十
五
と
し
、
第
十
五
号
様
式
の
十
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え

る
。

第
15号
様
式
の
14
(第
５
条
の
11関
係
)

廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書

年
月

日
岐
阜
県
知
事

様
事
業
者
所
在
地
：

名
称
：

代
表
者
：

印
連
絡
担
当
者
：

電
話
番
号
：

次
の
と
お
り
事
業
の
(廃
止
休
止
再
開
)
を
し
た
い
(し
ま
し
た
)
の
で
届
け
出
ま
す
｡

備
考
１
事
業
の
再
開
に
係
る
届
出
に
あ
っ
て
は
､
当
該
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び

勤
務
形
態
が
休
止
前
と
異
な
る
場
合
に
は
､
勤
務
体
制
・
形
態
一
覧
表
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
再
開
の
日
か
ら
10日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
｡

３
廃
止
・
休
止
の
日
の
１
月
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
｡

４
休
止
期
間
は
､
半
年
を
限
度
と
し
ま
す
｡
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第15号様式の16 (第５条の15関係)

障害児通所支援事業等開始・変更届出書

開始・変更し
ようとする事
業

種 類

提供する便宜等の内容

経 営 者
(法 人)

氏 名(名 称)

住 所
(事務所の所在地)

条例､ 定款その他の基本約款 別に添付

職員の種類 職 務 の 内 容 職員の定数

人

人

人

合計 人

主な職員の氏名

主な職員の経歴 別に添付

事業を行おうとする区域

障害児通所支援事業等の
用に供する施設の名称等

名 称

種 類

所在地

定 員

事業開始の予定年月日

上記のとおり､ 児童福祉法第34条の３第２項 (第３項) の規定により届け出ます｡

年 月 日
事業経営者
住所 (事務所の所在地)
氏名 (名称) 印

岐阜県知事 様

備考
１ 記載事項が多いため､ この様式によることができないときは､ 適宜別紙によることとし､ あるい
は用紙の枚数を増加し､ この様式に準じた届出書を作成すること｡
２ 氏名については､ 記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること｡
３ 届出書の標題のうち､ 開始・変更のいずれか該当する事項に ｢○｣ を付すこと｡
４ 変更の届出をする際には変更が生ずる部分のみに記入して届け出ること｡
５ 複数の種類の事業を開始する際には､ それぞれの種類ごとに作成すること｡
６ ｢経営者｣ 欄には､ 当該事業を経営する者が個人である場合にはその者の氏名及び住所を記入し､
市町村､ 社会福祉法人その他の法人である場合にはその名称及び当該事業に係る主たる事務所の所
在地を記入すること｡
７ ｢主な職員の氏名｣ 欄の主な職員とは､ 施設長､ 児童発達支援管理責任者等を指すものであること｡
８ ｢事業を行おうとする区域｣ 欄には､ 市町村の委託を受けて行う場合には､ 事業を行おうとする
区域のほかに､ ｢委託先｣ として当該市町村の名称を併せて記入すること｡
９ ｢障害児通所支援事業等の用に供する施設の名称等｣ 欄には､ 該当する事業を開始する場合又は
施設等に変更がある場合のみ記入すること｡ 障害児通所支援事業等のうち､ 施設を必要としない事
業については記載しないこと｡

別
記
第
十
五
号
様
式
の
十
五
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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第15号様式の17 (第５条の15関係)

障害児通所支援事業等廃止・休止届出書

廃止・休止
しようとする
事業

種 類

提供する便宜等の内容

経 営 者
(法 人)

氏 名(名 称)

住 所
(事務所の所在地)

廃止・休止の理由

既に便宜を受け又は入所している者に
対する措置

休止予定期間 年 月 日～ 年 月 日

事業の廃止・休止の予定年月日 年 月 日

上記のとおり､ 児童福祉法第34条の３第４項の規定により届け出ます｡

年 月 日
事業経営者
住所 (事務所の所在地)
氏名 (名称) 印

岐阜県知事 様

備考
１ 記載事項が多いため､ この様式によることができないときは､ 適宜別紙によることとし､ あるいは用
紙の枚数を増加し､ この様式に準じた届出書を作成すること｡
２ 氏名については､ 記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること｡
３ 届出書の標題のうち､ 廃止・休止のいずれか該当する事項に ｢○｣ を付すこと｡
４ 複数の種類の事業を廃止又は休止する際には､ それぞれの種類ごとに作成すること｡
５ ｢経営者｣ 欄には､ 当該事業を経営する者が個人である場合にはその者の氏名及び住所を記入し､ 市
町村､ 社会福祉法人その他の法人である場合にはその名称及び当該事業に係る主たる事務所の所在地を
記入すること｡
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上
記
の
と
お
り
家
庭
的
保
育
事
業
の
内
容
を
変
更
し
ま
す
の
で
､
児
童
福
祉
法
第
34条
の

15第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日
事
業
経
営
者

住
所
(事
務
所
の
所
在
地
)

名
称
代
表
者
氏
名

岐
阜
県
知
事

様

事
業
内
容
変
更
予
定
年
月
日

上
記
の
と
お
り
家
庭
的
保
育
事
業
を
開
始
し
ま
す
の
で
､
児
童
福
祉
法
第
34条
の
14第
２

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日
事
業
経
営
者

住
所
(事
務
所
の
所
在
地
)

名
称
代
表
者
氏
名

岐
阜
県
知
事

様

事
業
の
開
始
の
予
定
年
月
日

開
始
し
よ
う
と

す
る
事
業

変
更
し
よ
う
と

す
る
事
業

上
記
の
と
お
り
家
庭
的
保
育
事
業
を
廃
止
(休
止
)
し
ま
す
の
で
児
童
福
祉
法
第
34条
の

15第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日
事
業
経
営
者

住
所
(事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(名
称
)

代
表
者
氏
名

岐
阜
県
知
事

様

上
記
の
と
お
り
家
庭
的
保
育
事
業
を
廃
止
(休
止
)
し
ま
す
の
で
児
童
福
祉
法
第
34条
の

14第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日
事
業
経
営
者

住
所
(事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(名
称
)

代
表
者
氏
名

岐
阜
県
知
事

様

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
七
か
ら
別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
九
ま
で
の
規
定
中｢第

34条
の
３
｣

を

｢第
34条
の
４
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
十
か
ら
別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
十
二
ま
で
の
規
定
中｢第

34条
の
11｣

を｢第
34条
の
12｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
十
三
中｢第

34条
の
14｣

を｢第
34条
の
15｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第

三
号
を
削
る
。

｢
｢

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
十
四
中

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
十
五
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
総
括
表
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15条
第
３
項
の
意
見

[障
害
程
度
等
級
に
つ
い
て
も
参
考
意
見
を
記
入
]

障
害
の
程
度
は
､
身
体
障
害
者
福
祉
法
別
表
に
掲
げ
る
障
害
に

上
記
の
と
お
り
診
断
す
る
｡
併
せ
て
以
下
の
意
見
を
付
す
｡

年
月

日
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称

所
在

地
診
療
担
当
科
名

科
医
師
氏
名�

⑥
そ
の
他
参
考
と
な
る
合
併
症
状

⑤
総
合
所
見

[将
来
再
認
定

要
・
不
要
]

[再
認
定
の
時
期

年
月
]

④
参
考
と
な
る
経
過
・
現
症
(エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
検
査
所
見
を
含
む
｡)

障
害
固
定
又
は
障
害
確
定
(推
定
)

年
月

日

③
疾
病
・
外
傷
発
生
年
月
日

年
月

日
・
場
所

②
原
因
と
な
っ
た

交
通
､
労
災
､
そ
の
他
の
事
故
､
戦
傷
､

疾
病
・
外
傷
名

戦
災
､
疾
病
､
先
天
性
､
そ
の
他
(

)

①
障
害
名
(部
位
を
明
記
)

住
所

氏
名

年
月

日
生
(

)
歳

男
女

⑤
総
合
所
見

④
参
考
と
な
る
経
過
・
現
症
(エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
検
査
所
見
を
含
む
｡)

障
害
固
定
又
は
障
害
確
定
(推
定
)

年
月

日

③
疾
病
・
外
傷
発
生
年
月
日

年
月

日
・
場
所

②
原
因
と
な
っ
た

交
通
､
労
災
､
そ
の
他
の
事
故
､
戦
傷
､

疾
病
・
外
傷
名

戦
災
､
疾
病
､
先
天
性
､
そ
の
他
(

)

①
障
害
名
(部
位
を
明
記
)

住
所

氏
名

注
意

１
障
害
名
に
は
現
在
起
こ
っ
て
い
る
障
害
､
例
え
ば
両
眼
失
明
､
両
耳
ろ
う
､
右
上
下
肢

麻
痺
､
心
臓
機
能
障
害
等
を
記
入
し
､
原
因
と
な
っ
た
疾
病
に
は
､
角
膜
混
濁
､
先
天
性

難
聴
､
脳
卒
中
､
僧
帽
弁
膜
狭
窄
等
原
因
と
な
っ
た
疾
患
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
歯
科
矯
正
治
療
等
の
適
応
の
判
断
を
要
す
る
症
例
に
つ
い
て
は
､
｢歯
科
医
師
に
よ
る

診
断
書
・
意
見
書
｣
(別
様
式
)
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
障
害
区
分
や
等
級
決
定
の
た
め
､
岐
阜
県
社
会
福
祉
審
議
会
か
ら
改
め
て
次
頁
以
降
の

部
分
に
つ
い
て
お
問
い
合
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
｡

・
該
当
す
る

(
級
相
当
)

・
該
当
し
な
い

年
月

日
生
(

)
歳

男
女

身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
(

障
害
用
)

総
括
表

身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
(視
覚
障
害
用
)

総
括
表
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①
障
害
名
(部
位
を
明
記
)

住
所

氏
名

注
意

１
障
害
名
に
は
現
在
起
こ
っ
て
い
る
障
害
､
例
え
ば
両
眼
失
明
､
両
耳
ろ
う
､
右
上
下
肢

麻
痺
､
心
臓
機
能
障
害
等
を
記
入
し
､
原
因
と
な
っ
た
疾
病
に
は
､
角
膜
混
濁
､
先
天
性

難
聴
､
脳
卒
中
､
僧
帽
弁
膜
狭
窄
等
原
因
と
な
っ
た
疾
患
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
歯
科
矯
正
治
療
等
の
適
応
の
判
断
を
要
す
る
症
例
に
つ
い
て
は
､
｢歯
科
医
師
に
よ
る

診
断
書
・
意
見
書
｣
(別
様
式
)
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
障
害
区
分
や
等
級
決
定
の
た
め
､
岐
阜
県
社
会
福
祉
審
議
会
か
ら
改
め
て
次
頁
以
降
の

部
分
に
つ
い
て
お
問
い
合
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
｡

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15条
第
３
項
の
意
見

[障
害
程
度
等
級
に
つ
い
て
も
参
考
意
見
を
記
入
]

障
害
の
程
度
は
､
身
体
障
害
者
福
祉
法
別
表
に
掲
げ
る
障
害
に

・
該
当
す
る

(
級
相
当
)

・
該
当
し
な
い

上
記
の
と
お
り
診
断
す
る
｡
併
せ
て
以
下
の
意
見
を
付
す
｡

年
月

日
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称

所
在

地
診
療
担
当
科
名

科
医
師
氏
名�

⑥
そ
の
他
参
考
と
な
る
合
併
症
状

[将
来
再
認
定

要
・
不
要
]

[再
認
定
の
時
期

年
月
]

年
月

日
生
(

)
歳

男
女

注
意

１
障
害
名
に
は
現
在
起
こ
っ
て
い
る
障
害
､
例
え
ば
両
眼
失
明
､
両
耳
ろ
う
､
右
上
下
肢

麻
痺
､
心
臓
機
能
障
害
等
を
記
入
し
､
原
因
と
な
っ
た
疾
病
に
は
､
角
膜
混
濁
､
先
天
性

難
聴
､
脳
卒
中
､
僧
帽
弁
膜
狭
窄
等
原
因
と
な
っ
た
疾
患
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
歯
科
矯
正
治
療
等
の
適
応
の
判
断
を
要
す
る
症
例
に
つ
い
て
は
､
｢歯
科
医
師
に
よ
る

診
断
書
・
意
見
書
｣
(別
様
式
)
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
障
害
区
分
や
等
級
決
定
の
た
め
､
岐
阜
県
社
会
福
祉
審
議
会
か
ら
改
め
て
次
頁
以
降
の

部
分
に
つ
い
て
お
問
い
合
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
｡

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15条
第
３
項
の
意
見

[障
害
程
度
等
級
に
つ
い
て
も
参
考
意
見
を
記
入
]

障
害
の
程
度
は
､
身
体
障
害
者
福
祉
法
別
表
に
掲
げ
る
障
害
に

・
該
当
す
る

(
級
相
当
)

・
該
当
し
な
い

上
記
の
と
お
り
診
断
す
る
｡
併
せ
て
以
下
の
意
見
を
付
す
｡

年
月

日
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称

所
在

地
診
療
担
当
科
名

科
医
師
氏
名�

⑥
そ
の
他
参
考
と
な
る
合
併
症
状

⑤
総
合
所
見

[将
来
再
認
定

要
・
不
要
]

[再
認
定
の
時
期

年
月
]

④
参
考
と
な
る
経
過
・
現
症
(エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
検
査
所
見
を
含
む
｡)

障
害
固
定
又
は
障
害
確
定
(推
定
)

年
月

日

③
疾
病
・
外
傷
発
生
年
月
日

年
月

日
・
場
所

②
原
因
と
な
っ
た

交
通
､
労
災
､
そ
の
他
の
事
故
､
戦
傷
､

疾
病
・
外
傷
名

戦
災
､
疾
病
､
先
天
性
､
そ
の
他
(

)

身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
(肢
体
不
自
由
用
)

総
括
表

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )22

���� ��� �
内訳
体
幹
下
肢
上
肢

級 級 級
※
下
肢
と
体
幹
の
障
害

が
重
複
す
る
場
合
､
そ

の
総
合
等
級
は
､
原
則

と
し
て
指
数
合
算
を
行

わ
な
い
こ
と
｡



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

右 右

(
×

Ｄ
Ｃ
ｙ
ｌ

Ｄ
Ａ
ｘ

)

裸
眼

(
×

Ｄ
Ｃ
ｙ
ｌ

Ｄ
Ａ
ｘ
)

裸
眼

矯
正

矯
正

年
月

日
(

)
歳

年
月

日
生

別
記
第
五
号
様
式
視
覚
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢２
視
野
｣

を

｢２
視
野
求
心
性
視
野
狭
窄
の
有
無
(有
・
無
)

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
視
野
計
Ⅰ
／
４
相
当
の
視
標
に
よ
る
視
野
右
(10度

以
内
・
10度
を

左
(10度

以
内
・
10度
を

超
え
る
)

超
え
る
)
｣

に
、

｢視
野
障
害
の
計
測
は
点
線
で
囲
ま
れ
た
正
常
視
野
の
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
｡
｣

を

｢視
野
障
害
の
計
測
は
点
線
で
囲
ま
れ
た
正
常
視
野
の
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
｡

測
定
不
能
で
あ
れ
ば
｢Ⅰ
／
４
相
当
の
視
標
測
定
不
能
｣
と
明
記
す
る
｡

｣

に
、

｢３
中
心
視
野
｣

を｢３
中
心
視
野
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
視
野
計
Ⅰ
／
２
相
当
の
視
標
を
使
用
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

測
定
不
能
で
あ
れ
ば
｢Ⅰ
／
２
相
当
の
視
標
測
定
不
能
｣
と
明
記
す
る
｡
｣

別
記
第
五
号
様
式
聴
覚
・
平
衡
・
音
声
・
言
語
又
は
そ
し
ゃ
く
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見
の
様

式
中｢１

聴
覚
障
害
の
状
態
及
び
所
見
｣

を｢１
｢聴
覚
障
害
｣
の
状
態
及
び
所
見
｣

に
、

｢オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
の
型
式

500
1,000

2,000
H
z
｣

を｢オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
の
型
式

500
1000

2000
H
z
｣

に

｢２
平
衡
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見
｣

を｢２
｢平
衡
機
能
障
害
｣
の
状
態
及
び
所
見
｣

に
、

｢３
音
声
・
言
語
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見
｣

を｢３
｢音
声
・
言
語
機
能
障
害
｣
の
状
態
及

び
所
見
｣

に
、｢４

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見
｣

を｢４
｢そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
｣

の
状
態
及
び
所
見
｣

に
、｢嚥

下
機
能
障
害
｣

を｢嚥
下
機
能
の
障
害
｣

に
、｢咬

合
異
常
に
よ
る
そ
し
ゃ

く
機
能
障
害
｣

を｢咬
合
異
常
に
よ
る
そ
し
ゃ
く
機
能
の
障
害
｣

に
、｢不

随
運
動
｣

を｢不
随
意
運

動
｣

に
、｢軟

口
顎
｣

を｢軟
口

蓋
｣

に
、｢上

記
枠
内
｣

を｢上
記
の
枠
内
｣

に
、｢周

波

数
500､

1,000､
2,000H

z｣

を｢周
波
数
500､

1000､
2000H

z｣

に
、｢ａ

＋
２
ｂ
＋
ｃ
｣

を｢ａ

＋
２
ｂ
＋
ｃ

４
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
歯
科
医
師
に
よ
る
診
断
書
・
意
見
書
の
様
式
中

｢
｢を

に
、｢治

療
過
程
｣

｣
｣

を｢治
療
経
過
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
肢
体
不
自
由
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23
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�

肢体不自由の状況及び所見

神経学的所見その他の機能障害 (形態異常) の所見 (該当するものを○でかこみ､ 下記空欄に追加所見記入)
１. 感覚障害 (下記図示) ：なし・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚
２. 運動障害 (下記図示) ：なし・弛緩性麻痺・痙性麻痺・固縮・不随意運動・しんせん・運動失調・その

他
３. 起因部位 ：脳・脊髄・末梢神経・筋肉・骨関節・その他
４. 排尿・排便機能障害 ：なし・あり
５. 形態異常 ：なし・あり

参 考 図 示

動作・活動 自立―○ 半介助―△ 全介助又は不能―×､ ( ) の中のものを使う時はそれに○

寝がえりする シャツを着て脱ぐ

あしをなげ出して座る ズボンをはいて脱ぐ (自助具)

椅子に腰かける ブラッシで歯をみがく (自助具) 右 左

立つ (手すり､ 壁､ 杖､ 松葉杖､ 義肢､
装具)

両方 右 左 顔を洗いタオルで拭く

家の中の移動 (壁､ 杖､ 松葉杖､ 義肢､
装具､ 車椅子) タオルを絞る

洋式便器にすわる 背中を洗う

排泄のあと始末をする 二階まで階段を上って下りる (手すり､
杖､ 松葉杖)

(箸で) 食事をする (スプーン､ 自助具) 右 左 屋外を移動する (家の周辺程度) (杖､
松葉杖､ 車椅子)

コップで水を飲む 右 左 公共の乗物を利用する

注：身体障害者福祉法の等級は機能障害 (impairment) のレベルで認定されますので ( ) の中に○が
ついている場合､ 原則として自立していないという解釈になります｡

計測法：
上肢長：肩峰 →橈骨茎状突起 前腕周径：最大周径
下肢長：上前腸骨棘 → (脛骨) 内果 大�周径：膝蓋骨上縁上10cmの周径

(小児等の場合は別記)
上腕周径：最大周径 下�周径：最大周径

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )24
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注：
１. 関節可動域は､ 他動的可動域を原則とする｡
２. 関節可動域は､ 基本肢位を０度とする日本整形外科学

会､ 日本リハビリテーション医学会の指定する表示法
とする｡

３. 関節可動域の図示は､ のように両端に太線を
引き､ その間を矢印で結ぶ｡ 強直の場合は､ 強直肢位
に波線 ( ) を引く｡

４. 筋力については､ 表 ( ) 内に×△○印を記入する｡
×印は､ 筋力が消失又は著減 (筋力０､ １､ ２該当)
△印は､ 筋力半減 (筋力３該当)

○印は､ 筋力正常又はやや減 (筋力４､ ５該当)
５. (ＰＩＰ) の項母指は (ＩＰ) 関節を指す｡
６. ＤＩＰその他手指の対立内外転等の表示は必要に応じ

備考欄を用いる｡
７. 図中ぬりつぶした部分は､ 参考的正常範囲外の部分で､

反張膝等の異常可動はこの部分にはみ出し記入となる｡
例示

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25
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□
尿
路
変
向
(更
)
の
ス
ト
マ

�
種
類
・
術
式
□
腎
瘻

□
尿
管
瘻

①
種
類
□
回
腸
(結
腸
)
導
管

□
そ
の
他
[

]
②
術
式
：
[

]
③
手
術
日
：
[

年
月

日
] �

ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処
理
の
状
態

○
長
期
に
わ
た
る
ス
ト
マ
用
装
具
の
装
着
が

困
難
な
状
態
の
有
無
に
つ
い
て

□
有(理
由
)

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
ス
ト
マ
周
辺
の

皮
膚
の
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
(部
位
､

大
き
さ
に
つ
い
て
図
示
)｡

□
腸
管
の
ス
ト
マ

�
種
類
・
術
式
□
空
腸
・
回
腸
ス
ト
マ

□
上
行
・
横
行
結
腸
ス
ト
マ

①
種
類
□
下
行
・
Ｓ
状
結
腸
ス
ト
マ

□
そ
の
他
[

]
②
術
式
：
[

]
③
手
術
日
：
[

年
月

日
]

□
尿
路
変
向
(更
)
の
ス
ト
マ

�
種
類
・
術
式□
腎
瘻

□
腎
盂
瘻

□
尿
管
瘻
□
ぼ
う
こ
う
瘻

①
種
類
□
回
腸
(結
腸
)
導
管

□
そ
の
他
[

]
②
術
式
：
[

]
③
手
術
日
：
[

年
月

日
]

(ス
ト
マ
及
び
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
)

(ス
ト
マ
及
び
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
)�

ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処
理
の
状
態

○
長
期
に
わ
た
る
ス
ト
マ
用
装
具
の
装
着
が
困

難
な
状
態
の
有
無
に
つ
い
て

□
有(理
由
)

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
ス
ト
マ
周
辺
の
皮

膚
の
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
(部
位
､
大

�
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処
理
の
状
態

○
長
期
に
わ
た
る
ス
ト
マ
用
装
具
の
装
着
が
困

難
な
状
態
の
有
無
に
つ
い
て

□
有(理
由
)

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
ス
ト
マ
周
辺
の

皮
膚
の
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
(部
位
､

大
き
さ
に
つ
い
て
図
示
)｡

□
ス
ト
マ
の
変
形

□
不
適
切
な
造
設
箇
所

□
無 □
ス
ト
マ
の
変
形

□
不
適
切
な
造
設
箇
所

□
無

別
記
第
五
号
様
式
脳
原
性
運
動
機
能
障
害
用
の
様
式
中｢50m

｣

を｢50cm
｣

に
、｢患

手
で
口
｣

を｢患
手
で
そ
で
口
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
心
臓
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見(

十
八
歳
以
上
用)

の
様
式
中｢胸

部
Ｘ
線
｣

を｢胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
｣

に
、｢

(例
え
ば
年
月
日
)
｣

を｢
(発
作
年
月
日
記
載
)
｣

に
、｢社

会
で

極
め
て
｣

を｢社
会
で
の
極
め
て
｣

に
、｢頻

回
の
｣

を｢頻
回
に
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
心
臓
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見(

十
八
歳
未
満
用)

の
様
式
中｢胸

部
Ｘ
線
｣

を｢胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
｣

に
、 ｢ア

冠
動
脈
の
狭
窄
又
は
閉
塞

イ
冠
動
脈
瘤
又
は
拡
張

｣

を ｢ア
冠
動
脈
の
狭
窄
又
は
閉

イ
冠
動
脈
瘤
又
は
拡
張

ウ
そ
の
他

塞
(有
・
無
)

(有
・
無
)｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
じ
ん
臓
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
中｢胸

部
Ｘ
線
｣

を｢胸
部
エ
ッ

ク
ス
線
写
真
｣

に
、｢Ｘ

線
上
｣

を｢エ
ッ
ク
ス
線
写
真
所
見
上
｣

に
、｢代
謝
性
ア
チ
ド
ー
ジ
ス
(有
・

無
)
[Ｃ
Ｏ
２
又
は
Ｈ
Ｃ
Ｏ
３
ｍ
Ｅ
ｑ
/ｌ
]
｣

を｢代
謝
性
ア
シ
ド
ー
シ
ス

(有
・

無
)
[Ｈ
Ｃ
Ｏ
３

ｍ
Ｅ
ｑ
/ｌ
]
｣

に
、｢慢

性
透
析
療
法
｣
を｢慢

性
透
析
療
法
の
実
施
の
有

無
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
呼
吸
器
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
中｢休

み
な
が
ら
｣

を｢休
み
な

が
ら
な
ら
｣

に
、｢胸

部
Ｘ
線
｣

を｢胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
｣

に
、｢繊

維
化
｣

を｢線

維
化
｣

に
、｢心

縦
隔
の
変
形
｣

を｢心
・
縦
隔
の
変
形
｣

に
、｢換

気
の
機
能
(年
月
日
)
｣

を

｢換
気
機
能
(

年
月

日
)
｣

に
、｢動

脈
血
ガ
ス
(年
月
日
)
｣

を｢動
脈
血
ガ
ス
(

年
月

日
)
｣

に
、｢時

間
を
要
し
た
時
間
｣

を｢時
間
を
要
し
た
場
合
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見
の
様
式
中

｢
を

｣

｢

に
、

｣

｢
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□
治
癒
困
難
な
腸
瘻

�
原
因

①
放
射
線
障
害

□
疾
患
名
：
[

]

②
そ
の
他

□
疾
患
名
：
[

]

□
腸
管
の
ス
ト
マ

�
種
類
・
術
式

①
種
類
□
空
腸
・
回
腸
ス
ト
マ

□
上
行
・
横
行
結
腸
ス
ト
マ

□
下
行
・
Ｓ
状
結
腸
ス
ト
マ

□
そ
の
他
[

]
②
術
式
：
[

]
③
手
術
日
：
[

年
月

日
]

(ス
ト
マ
及
び
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
)

(ス
ト
マ
及
び
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
)�

腸
瘻
か
ら
の
腸
内
容
の
漏
れ
の
状
態

□
大
部
分

□
一
部
分

�
腸
瘻
に
お
け
る
腸
内
容
の
排
泄
処
理
の
状
態

�
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
便
処
理
の
状
態

○
長
期
に
わ
た
る
ス
ト
マ
用
装
具
の
装
着
が
困

難
な
状
態
の
有
無
に
つ
い
て

□
有(理
由
)

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
ス
ト
マ
周
辺
の

皮
膚
の
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
(部
位
､

大
き
さ
に
つ
い
て
図
示
)｡

□
ス
ト
マ
の
変
形

□
不
適
切
な
造
設
箇
所

□
無 き
さ
に
つ
い
て
図
示
)｡

□
ス
ト
マ
の
変
形

□
不
適
切
な
造
設
箇
所

□
無

□
治
癒
困
難
な
腸
瘻

�
原
因

①
放
射
線
障
害

□
疾
患
名
：
[

]
②
そ
の
他

□
疾
患
名
：
[

]
�
瘻
孔
の
数
：
[

個
]

(腸
瘻
及
び
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
)

�
瘻
孔
の
数
：
[

個
]

(腸
瘻
及
び
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
)�

腸
瘻
か
ら
の
腸
内
容
の
洩
れ
の
状
態

□
大
部
分

□
一
部
分

�
腸
瘻
に
お
け
る
腸
内
容
の
排
泄
処
理
の
状
態

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
腸
瘻
周
辺
の
皮
膚
の

著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
(部
位
､
大
き
さ

に
つ
い
て
図
示
)｡

□
そ
の
他

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
腸
瘻
周
辺
の
皮
膚
の
著

し
い
び
ら
ん
が
あ
る
(部
位
､
大
き
さ
に
つ
い

て
図
示
)｡

□
そ
の
他

を

｣

｢

に
、

｣
｢

を

｣

｢

に
、

｣
｢先
天
性
鎖
｣

を｢先
天
性
鎖
肛
｣

に
、｢該

当
す
る
も
の
｣

を｢該
当
す
る
障
害
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
小
腸
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
中｢観

察
時
間
｣

を｢観
察
期
間
｣

に
、｢最

近
６
か
月
間
に
､
｣

を｢最
近
６
か
月
間
に
｣

に
、｢手

術
中
｣

を｢手
術
時
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見(

十
三
歳

以
上
用)

の
様
式
中｢一

つ
の
検
査
｣

を｢１
つ
の
検
査
｣

に
、｢検

査
方
法
｣

を｢検
査
法
｣

に
、
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Ｈ
ｂ
量

Ｈ
ｂ
量

ｇ
/ｄ
ｌ

ｇ
/ｄ
ι

ｇ
/ｄ
ｌ

/ｕ
ι

担
当
し
よ
う
と
す
る
医
療
の
種
類

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名

開
設

者

保
険
医
療
機
関

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

｢エ
イ
ズ
発
症
の
症
状
｣

を｢エ
イ
ズ
発
症
の
状
況
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見(

十
三
歳

未
満
用)

の
様
式
中｢一

つ
の
検
査
｣

を｢１
つ
の
検
査
｣

に
、｢検

査
方
法
｣

を｢検
査
法
｣

に
、

｢身
体
障
害
者
認
定
基
準
｣

を｢身
体
障
害
認
定
基
準
｣

に
、｢２

カ
所
｣

を｢２
か
所
｣

に
、｢１

カ

所
｣

を｢１
か
所
｣

に
、｢臨

床
症
例
｣

を｢臨
床
症
状
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢岐
阜
県
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中｢

別
記
第
二
十
二
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と

す
る
。

第
八
条
中｢

別
記
第
二
十
一
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
十
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と

す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

別
記
第
十
五
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
十
一
号
様
式｣

に
、｢

別
記
第
十
六
号

様
式｣

を｢

別
記
第
二
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

別
記
第
十
七
号
様
式｣

を｢

別
記

第
二
十
三
号
様
式｣

に
、｢

別
記
第
十
八
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第

三
項
中

｢

別
記
第
十
九
号
様
式｣

を

｢

別
記
第
二
十
五
号
様
式｣

に
、｢

別
記
第
二
十
号
様
式｣

を

｢

別
記
第
二
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

指
定
医
療
機
関
の
指
定
更
新
の
申
請)

第
七
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請
の
う
ち
、
病
院
又
は
診
療
所
に
関
す
る
育

成
医
療
又
は
更
生
医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

育
成
医
療
・
更
生
医

療)

指
定
更
新
申
請
書(

別
記
第
十
五
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
し
、
病
院
又
は
診
療
所
に
関
す
る

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

精
神
通
院
医
療)

指
定
更
新

申
請
書(

別
記
第
十
六
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請
の
う
ち
、
薬
局
に
関
す
る
育
成
医
療
又
は
更
生

医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

指
定
更
新
申

請
書(

別
記
第
十
七
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
し
、
薬
局
に
関
す
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

精
神
通
院
医
療)

指
定
更
新
申
請
書(

別
記
第
十
八
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る

育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

育
成
医
療
・
更
生

医
療)

指
定
更
新
申
請
書(

別
記
第
十
九
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
し
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

に
関
す
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

精
神
通
院
医
療)

指
定
更
新
申
請
書(

別
記
第
二
十
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中

｢

を
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自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の
定
員

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
経
歴

担
当
し
よ
う
と
す
る
医
療
の
種
類

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名

(自
立
支
援
医
療
を
担
当
す
る
も
の
)

開
設

者

保
険
医
療
機
関

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の
定
員

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
経
歴

生
年

月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所

電
話

番
号

所
在

地

名
称

(別
紙
１
)

〒 〒 (別
紙
１
)人

人

自
立
支
援
医
療
を
行

う
た
め
に
必
要
な
体

制
及
び
設
備
の
概
要

自
立
支
援
医
療
を
行

う
た
め
に
必
要
な
体

制
及
び
設
備
の
概
要

役
員
の
氏
名
､
生
年

月
日
及
び
住
所

職
名

電
話
番
号

(別
紙
２
)

(別
紙
２
)

(別
紙
10)､

(別
紙
11)

｣

｢

に
、

｣

同
様
式
備
考
中｢経

歴
書
｣

を｢
(別
紙
１
)
｣

に
、｢第

15号
様
式
｣

を｢第
21号
様
式
｣

に
改
め
、

同
様
式
に
別
紙
十
及
び
別
紙
十
一
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29



(別紙10)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙11) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者 (当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者 (以下 ｢役員等｣ という｡) であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡) であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者 (当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者 (以下 ｢役員等｣ という｡) であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡) であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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(別紙３)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙４) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者 (当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者 (以下 ｢役員等｣ という｡) であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡) であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者 (当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者 (以下 ｢役員等｣ という｡) であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡) であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者 (当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者 (以下 ｢役員等｣ という｡) であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡) であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )38



指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

・
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

・
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

(ふ
り
が
な
)

氏
名

役
職
名
・
呼
称

生
年
月
日

代 電
話

番
号

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

職
員

の
定

数

所
在

地

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

氏
名

住
所

住
所

〒 〒 (別
紙
)

保
険
医
療
機
関
コ
ー
ド

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

職
員

の
定

数

電
話

番
号

所
在

地

名
称

表者
職

名

生
年

月
日

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

〒

(別
紙
３
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

申
請
者
(法
人
)
名

�
当
該
法
人
の
役
員
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
､
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

別
記
第
十
四
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

名
称

印
｣

を

｢指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
｣

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
中｢

(別
紙
)
｣

を

｢
(別
紙
１
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
を
同
様
式
別
紙
一
と
し
、
同
様
式
に
別
紙
二
及
び
別
紙
三
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �39



(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者 (当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者 (以下 ｢役員等｣ という｡) であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡) であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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ョ
ン
等

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

・
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

(ふ
り
が
な
)

氏
名

役
職
名
・
呼
称

生
年
月
日

所
在

地

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

住
所

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

・
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

※
以
下
は
､
変
更
が
あ
っ
た
事
項
の
み
記
入
及
び
別
紙
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称

代表者 主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

電
話
番

号

所
在

地

名
称

職
員
の
定
数

職
名

生
年
月
日

氏
名

住
所

年
月

日

(別
紙
２
､
３
)

(別
紙
１
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

〒 (別
紙
)

(別
紙
３
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

申
請
者
(法
人
)
名

�
当
該
法
人
の
役
員
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
､
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢

(第
９
条
関
係
)
｣

を｢
(第
10条

関
係
)｣
｣

に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
第
二
十
八
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中｢

(第
８
条
関
係
)｣
｣

を｢
(第
９
条
関
係
)｣
｣

に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
第
二
十
七
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中｢

(第
７
条
関
係
)｣
｣

を｢
(第
８
条
関
係
)｣
｣

に
、

｢
を

｣

｢

に
、

｣

｢指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

を
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

※
以
下
は
､
変
更
が
あ
っ
た
事
項
の
み
記
入
及
び
別
紙
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

・
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

電
話
番

号

所
在

地

名
称

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

住
所

(新
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

〒 (別
紙
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

保
険
薬
局

変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

・
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

住
所

所
在

地

名
称

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称

代表者

職
名

生
年
月
日

氏
名(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

年
月

日

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

名
称

印
｣

｢指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
、｢(別

紙
)｣

を

｢
(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
六
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中｢

(第
７
条
関
係
)
｣

を｢
(第
８
条
関
係
)
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣
｢指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

名
称

印
｣

を

｢指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中｢(別

紙
)｣

を

｢
(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中｢

(第
７
条
関
係
)
｣

を｢
(第
８
条
関
係
)
｣

に
、

｢

を
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変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

開
設

者

保
険
薬
局

※
以
下
は
､
変
更
が
あ
っ
た
事
項
の
み
記
入
及
び
別
紙
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

保
険
薬
局

薬
剤
師
の
氏
名

開
設

者

生
年

月
日

職
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

電
話

番
号

所
在

地

名
称

氏
名
又
は
名
称

年
月

日

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

〒 (旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

略
歴 略
歴

(別
紙
１
)

(別
紙
)

開
設

者

保
険
薬
局

※
以
下
は
､
変
更
が
あ
っ
た
事
項
の
み
記
入
及
び
別
紙
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

保
険
薬
局

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

薬
剤
師
の
氏
名

開
設

者

保
険
薬
局

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

電
話

番
号

所
在

地

名
称

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

〒 (旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(別
紙
２
)

略
歴

(別
紙
)

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
に
つ
い
て
は
､
第
12号
様
式
に
お
け
る
(別
紙
１
)
か

ら
(別
紙
３
)
ま
で
を
用
い
る
こ
と
｡

２
｢略
歴
｣
に
関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
は
､
(別
紙
１
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

別
記
第
十
八
号
様
式
を
別
記
第
二
十
四
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中｢

(第
７
条
関
係
)
｣

を｢
(第
８
条
関
係
)
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �43



保
険
医
療
機
関

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
※

開
設

者

保
険
医
療
機
関

変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

管
理
薬
剤
師
の
氏
名電
話

番
号

所
在

地

名
称

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

生
年

月
日

職
名

〒 (別
紙
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

年
月

日

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(別
紙
３
)､
(別
紙
４
)

(別
紙
２
)

略
歴

(別
紙
１
)

保
険
医
療
機
関

変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
※

開
設

者

保
険
医
療
機
関

※
以
下
は
､
変
更
が
あ
っ
た
事
項
の
み
記
入
及
び
別
紙
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

名
称

生
年

月
日

職
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

(新
) 年

月
日

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

(旧
)

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
４
)
ま
で
に
つ
い
て
は
､
第
11号

様
式
に
お
け
る
(別
紙
１
)
か
ら

(別
紙
４
)
ま
で
を
用
い
る
こ
と
｡

別
記
第
十
七
号
様
式
を
別
記
第
二
十
三
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中｢

(第
７
条
関
係
)
｣

を｢
(第
８
条
関
係
)
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
に
つ
い
て
は
､
第
10号
様
式
に
お
け
る
(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙

３
)
を
用
い
る
こ
と
｡

２
｢主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴
｣
に
関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
は
､
(別
紙
１
)
を
添
付
す

る
こ
と
｡

３
標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
が
多
数
あ
る
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
､
精
神
通
院
医
療
に
主
に
関
係

す
る
診
療
科
名
の
み
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
｡

別
記
第
十
六
号
様
式
を
別
記
第
二
十
二
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中｢

(第
７
条
関
係
)
｣

を｢
(第
８
条
関
係
)
｣

に
、

｢
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変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の
定
員

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
経
歴

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
※

(自
立
支
援
医
療
を
担
当
す
る
も
の
)

開
設

者

保
険
医
療
機
関

※
以
下
は
､
変
更
が
あ
っ
た
事
項
の
み
記
入
及
び
別
紙
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

保
険
医
療
機
関

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の
定
員

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
経
歴

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
※

開
設

者

生
年

月
日

職
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

名
称

電
話

番
号

所
在

地

名
称

氏
名
又
は
名
称

住
所

所
在

地

年
月

日

(新
)

人

(別
紙
１
)

(新
)

(新
)

(新
)

(新
)

(新
)
〒

(新
)
〒

(新
)

〒 (新
)

人

(別
紙
１
)

(新
)

(新
)

(新
)

(新
)

自
立
支
援
医
療
を
行

う
た
め
に
必
要
な
体

制
及
び
設
備
の
概
要

自
立
支
援
医
療
を
行

う
た
め
に
必
要
な
体

制
及
び
設
備
の
概
要

(別
紙
10)､

(別
紙
11)

(旧
)

人

(旧
)

(旧
)

(旧
)

(旧
)

(旧
)
〒

(旧
)
〒

(旧
)

(旧
)

人

(旧
)

(旧
)

(旧
)

(旧
)

(別
紙
２
)

(別
紙
２
)

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
中｢

(別
紙
５
)
｣

を｢
(別
紙
11)
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
五
号

中｢第
15号
様
式
｣

を｢第
21号
様
式
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
第
七
号
と
し
、
同
様
式
備
考

第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

５
心
臓
移
植
に
関
す
る
医
療
の
う
ち
心
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
を
担
当
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
､

(別
紙
６
)
又
は
(別
紙
７
)
に
よ
る
臨
床
実
績
等
に
関
す
る
証
明
書
を
(別
紙
１
)
に
添
付
す
る

こ
と
｡

６
肝
臓
移
植
に
関
す
る
医
療
の
う
ち
肝
臓
移
植
術
後
の
抗
免
疫
療
法
を
担
当
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
､

(別
紙
８
)
又
は
(別
紙
９
)
に
よ
る
臨
床
実
績
等
に
関
す
る
証
明
書
を
(別
紙
１
)
に
添
付
す
る

こ
と
｡

別
記
第
十
五
号
様
式
を
別
記
第
二
十
一
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。
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備
考１

育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
い
ず
れ
か
単
独
で
の
指
定
の
更
新
を
希
望
す
る
場
合
は
､
様
式
中
の
｢(育

成
医
療
・
更
生
医
療
)｣
の
う
ち
､
指
定
の
更
新
を
希
望
し
な
い
医
療
部
分
を
二
重
線
で
消
去
す
る
こ

と
｡

２
｢自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
及
び
設
備
の
変
更
の
有
無
｣
に
お
い
て
､
直
近
の
指

定
の
申
請
(変
更
の
届
出
を
含
む
｡)
か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
､
(別
紙
１
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

３
(別
紙
２
)
及
び
(別
紙
３
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
自
立
支
援
法
第
60条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育

成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日

開
設

者
住

所
氏
名
又
は
名
称

印

岐
阜
県
知
事
様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の
定
員

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
又
は

歯
科

医
師

の
氏

名

担
当
し
よ
う
と
す
る
医
療
の
種
類

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名

(自
立
支
援
医
療
を
担
当
す
る
も
の
)

開
設
者

保
険
医
療
機
関

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
指
定
更
新
申
請
書

(病
院
又
は
診
療
所
)

生
年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所

電
話
番
号

所
在

地

名
称

〒 〒

有
・

無

人

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め

に
必
要
な
体
制
及
び
設
備
の

変
更
の
有
無

職
名

電
話
番
号

有・無

体
制

設
備

(主
要
な
も
の
)

品
目

数
量

品
目

数
量

第
15号
様
式
(第
７
条
関
係
)

(別
紙
１
)

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
及
び
設
備
の
概
要

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )46



(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者(以下 ｢役員等｣ という｡ )であった者で当該取消しの日から起算して５年を
経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡ )であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �47



(ふ
り
が
な
)

氏
名

役
職
名
・
呼
称

生
年
月
日

住
所

備
考１

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
が
多
数
あ
る
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
､
精
神
通
院
医
療
に
主
に
関
係
す

る
診
療
科
名
の
み
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
｡

２
(別
紙
１
)
及
び
(別
紙
２
)を
添
付
す
る
こ
と
｡

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
自
立
支
援
法
第
60条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精

神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日

開
設

者
住

所
氏
名
又
は
名
称

印

岐
阜
県
知
事
様

保
険
医
療
機
関
コ
ー
ド

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

の
変

更
の

有
無

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
氏
名

標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
※

開
設
者

保
険
医
療
機
関

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
指
定
更
新
申
請
書

(病
院
又
は
診
療
所
)

生
年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所

電
話
番
号

所
在

地

名
称

有
・
無

〒 〒

職
名

電
話
番
号

(別
紙
３
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

申
請
者
(法
人
)
名

�
当
該
法
人
の
役
員
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
､
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
16号
様
式
(第
７
条
関
係
)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )48



(別紙１)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙２) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者(以下 ｢役員等｣ という｡ )であった者で当該取消しの日から起算して５年を
経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡ )であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �49



(ふ
り
が
な
)

氏
名

役
職
名
・
呼
称

生
年
月
日

住
所

備
考１

育
成
医
療
又
は
更
生
医
療
い
ず
れ
か
単
独
で
の
指
定
の
更
新
を
希
望
す
る
場
合
は
､
様
式
中
の
｢(育

成
医
療
・
更
生
医
療
)｣
の
う
ち
､
指
定
の
更
新
を
希
望
し
な
い
医
療
部
分
を
二
重
線
で
消
去
す
る
こ

と
｡

２
｢調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
変
更
の
有
無
｣
に
お
い
て
､
直
近
の
指
定
の
申
請
(変

更
の
届
出
を
含
む
｡)
か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
､
(別
紙
１
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

３
(別
紙
２
)
及
び
(別
紙
３
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
自
立
支
援
法
第
60条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育

成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日

開
設

者
住

所
氏
名
又
は
名
称

印

岐
阜
県
知
事
様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
変
更
の
有
無

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

開
設
者

保
険
薬
局

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
指
定
更
新
申
請
書

(薬
局
)

生
年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所

電
話
番
号

所
在

地

名
称

〒 〒

有
・

無

有
・

無

職
名

電
話
番
号

(別
紙
２
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

申
請
者
(法
人
)
名

�
当
該
法
人
の
役
員
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
､
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
17号
様
式
(第
７
条
関
係
)
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主
た
る
設
備

調
剤
室
の
構
造

品
目 調
剤
室
の
面
積

品
目

(別
紙
１
)

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

備
考

１
薬
局
の
見
取
図
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
主
た
る
設
備
の
欄
に
は
､
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
(昭
和
36年
厚
生
省
令
第
２
号
)
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
の
み
､
そ
の
主
た
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
｡

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �51



(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者(以下 ｢役員等｣ という｡ )であった者で当該取消しの日から起算して５年を
経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡ )であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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と
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指
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)
指
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)
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番
号
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在

地

名
称
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・

無

〒 〒

職
名

電
話
番
号

(別
紙
３
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
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請
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人
)
名

�
当
該
法
人
の
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医
療
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管
理
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入
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さ
い
｡
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係
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(別紙１)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙２) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者(以下 ｢役員等｣ という｡ )であった者で当該取消しの日から起算して５年を
経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡ )であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡
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)
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｡
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(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者(以下 ｢役員等｣ という｡ )であった者で当該取消しの日から起算して５年を
経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡ )であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �57



(ふ
り
が
な
)

氏
名

役
職
名
・
呼
称

生
年
月
日

住
所

備
考１

｢職
員
の
定
数
の
変
更
の
有
無
｣
に
お
い
て
､
直
近
の
指
定
の
申
請
(変
更
の
届
出
を
含
む
｡)
か
ら

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
､
(別
紙
１
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
(別
紙
２
)
及
び
(別
紙
３
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
自
立
支
援
法
第
60条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精

神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印

岐
阜
県
知
事
様

保
険

医
療

機
関

コ
ー

ド

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
・

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
指
定
更
新
申
請
書

(指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
)

職
員
の
定
数
の
変
更
の
有
無

電
話

番
号

所
在

地

名
称

代表者 電
話

番
号

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

職
名

生
年

月
日

氏
名

住
所

有
・
無

有
・
無

〒 〒 〒

(別
紙
３
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

申
請
者
(法
人
)
名

�
当
該
法
人
の
役
員
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
､
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
20号
様
式
(第
７
条
関
係
)
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職
種

定
数

(別
紙
１
)

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
指
定
訪
問
看
護
若
し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
又
は
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
(介
護
保
険
法
第
８
条
第
４
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限
る
｡
)
に
従
事
す
る

職
員
の
定
数

備
考
職
員
の
定
数
は
､
保
健
師
､
看
護
師
､
理
学
療
法
士
､
作
業
療
法
士
等
の
職
種
ご
と
に
記

載
す
る
こ
と
｡

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �59



(別紙２)

障害者自立支援法第59条第３項の規定により準用する
第36条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

年 月 日
岐阜県知事 様

開設者
住所
氏名又は名称 印

私 (法人にあっては､ (別紙３) に記載する役員及び医療機関の管理者を含む｡) は､ 下記に掲げる障害者自
立支援法第59条第３項の規定により準用する第36条第３項各号 (第１号から第３号まで及び第７号を除く｡)
の規定のいずれにも該当しないことを誓約します｡

記

第４号 申請者が､ 禁錮以上の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった日を
経過していない｡

第５号 申請者が､ 障害者自立支援法その他の法律 (児童福祉法､ 医師法､ 歯科医師法､ 保健師助産師看護
師法､ 医療法､ 身体障害者福祉法､ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律､ 薬事法､ 薬剤師法
及び介護保険法) の規定により罰金の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることが
なくなった日を経過していない｡

第６号 申請者が､ 第68条第１項の規定により指定を取り消され､ その取消しの日から起算して５年を経過
しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては､ 当該取消しの処分に係る行政
手続法(平成５年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又は
その医療機関の管理者(以下 ｢役員等｣ という｡ )であった者で当該取消しの日から起算して５年を
経過しないものを含み､ 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､ 当該通知があっ
た日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの
を含む｡ )であるとき｡ ただし､ 当該指定の取消しが､ 指定自立支援医療機関 (第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関をいう｡ 以下この号において同じ｡) の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定自立支援医療機
関の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定自
立支援医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して､ この号本文に規定する指定の取消し
に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該
当する場合を除く｡

第８号 申請者が､ 第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に障害者自立支援
法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由があ
る者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第９号 申請者が､ 第66条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基
づき第68条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ
れた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう｡ )までの間に障害者
自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の
理由がある者を除く｡ )で､ 当該申出の日から起算して５年を経過していない｡

第10号 第８号に規定する期間内に障害者自立支援法施行令第40条の規定による指定の辞退の申出があった
場合において､ 申請者が､ 同号の通知の日前60日以内に当該申出に係る法人(当該指定の辞退につ
いて相当の理由がある法人を除く｡ )の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該指定の辞退に
ついて相当の理由がある者を除く｡ )の管理者であった者で､ 当該申出の日から起算して５年を経
過してしない｡

第11号 申請者が､ 指定の申請前５年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした｡
第12号 申請者が､ 法人で､ その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいずれ

かに該当する｡
第13号 申請者が､ 法人でない者で､ その管理者が第４号から第６号まで又は第８号から第11号までのいず

れかに該当する｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年４月１日 ( )60



(ふ
り
が
な
)

氏
名

役
職
名
・
呼
称

生
年
月
日

住
所

(別
紙
３
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

申
請
者
(法
人
)
名

�
当
該
法
人
の
役
員
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
に
つ
い
て
､
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第

七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
三
十
二
条
第
一
項｣

を｢

第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項｣

に
、｢

指
定
相
談
支
援
事

業
者｣

を｢

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中｢(

法
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
法
第
三
十
八
条
第
一
項｣

を

｢

、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中

｢

第
五
十
一
条｣

の
下
に

｢

及
び
法
第
五
十
一
条
の
三
十｣

を
加
え
、｢

第
四
号｣

を

｢

第
五
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢(

法
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

若
し
く
は
第
三
十
八
条
第

一
項｣

を｢

、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項｣

に
改
め
、｢

第
四

十
六
条｣

の
下
に｢

若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項｣

を
加
え
、｢

第

五
十
条｣

を｢

第
五
十
条
第
一
項(

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。)

若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
五
十
条｣

を

｢

第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項｣

に
、｢

第
四
十
六
条
第
一
項｣

を｢

第

四
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項｣

に
、｢

、
指
定
都
市(

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い

う
。)

又
は
中
核
市(

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
を
い
う
。)｣

を｢

又
は
市
町
村｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

第
四
十
六
条
第
一
項｣

の
下
に｢

及
び
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項｣

を

加
え
、｢

廃
止
、
休
止
又
は｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

第
四
十
六
条
第
二
項｣

を｢

第
四
十
六
条

第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第

五
条
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第

四
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
指
定
の
更
新)

第
四
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
法
第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請

は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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第１号様式 (第２条､ 第４条関係)

指定障害福祉サービス事業所
指定障害者支援施設 指定 (更新) 申請書
指定一般相談支援事業所

年 月 日
岐阜県知事 様

申請者 所在地：
(設置者) 名 称：

代表者： 印
連絡担当者：
電話番号：

障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業
所に係る指定を受けたいので､ 下記のとおり､ 関係書類を添えて申請します｡

申
請
者(

設
置
者)

フ リ ガ ナ

名 称

主たる事務所の所在地
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

法人の種別 法人所轄庁
連絡先 電話番号 ＦＡＸ番号
代表メールアドレス

代表者の職・氏名
フリガナ フリガナ
職 名 氏 名

代 表 者 の 住 所
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事業所(施設)の所在地
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

同一所在地において行
う事業等の種類

申請
事業

指定申請をする事業等の
事業開始予定年月日

実施
事業

既に指定を受けている
事業等の指定年月日 指定事業所番号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
所

指
定
障
害
者
支
援

施
設

指
定
相

談
支
援

事
業
所

備考
１. ｢法人の種別｣ 欄には､ 申請者の法人種別を次の区分から選択してください｡
地方公共団体 (市町村)､ 地方公共団体 (広域連合・一部事務組合等)､ 地方公共団体 (都道府県)､ 指定
管理者等 (業務委託含む)､ 国立施設､ 社会福祉法人 (社協)､ 社会福祉法人 (社協以外)､ 医療法人､ 特
例社団法人､ 特例財団法人､ 一般社団法人､ 一般財団法人､ 営利法人､ 特定非営利活動法人 (NPO)､ 農
協､ 生協､ その他法人

２. ｢法人所轄庁｣ 欄には､ 申請者が認可法人である場合に､ その主務官庁の名称を記載してください｡
３. ｢同一所在地において行う事業等の種類｣ 欄には､ 今回申請をするもの及び既に指定を受けているものに
ついて事業の種類を記載し､ 該当する欄には ｢○｣ を記載してください｡
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第２号様式 (第３条関係)

特定障害福祉サービス事業所
指定障害者支援施設 指定申請書 (変更)

年 月 日
岐阜県知事 様

申請者 所在地：
(設置者) 名 称：

代表者： 印
連絡担当者：
電話番号：

障害者自立支援法に規定する指定特定障害福祉サービス事業所 (指定就労継続支援Ｂ型事業所・指定生活
介護事業所) ・指定障害者支援施設に係る変更指定を受けたいので､ 下記のとおり､ 関係書類を添えて申請
します｡

申
請
者(

設
置
者)

フ リ ガ ナ

名 称

主たる事務所の所在地
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

法人の種別 法人所轄庁
連絡先 電話番号 ＦＡＸ番号

代表者の職・氏名
フリガナ フリガナ
職 名 氏 名

代 表 者 の 住 所
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事業所(施設)の所在地
※都道府県から記載してください｡

(郵便番号 ― )

同一所在地において行
う事業等の種類

申請
事業

指定申請をする事業等の
事業開始予定年月日

実施
事業

既に指定を受けている
事業等の指定年月日 指定事業所番号

特
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

指
定
障
害
者
支
援
施
設

備考
１. ｢法人の種別｣ 欄には､ 申請者の法人種別を次の区分から選択してください｡
地方公共団体 (市町村)､ 地方公共団体 (広域連合・一部事務組合等)､ 地方公共団体 (都道府県)､ 指定
管理者等 (業務委託含む)､ 国立施設､ 社会福祉法人 (社協)､ 社会福祉法人 (社協以外)､ 医療法人､ 特
例社団法人､ 特例財団法人､ 一般社団法人､ 一般財団法人､ 営利法人､ 特定非営利活動法人 (NPO)､ 農
協､ 生協､ その他法人

２. ｢法人所轄庁｣ 欄には､ 申請者が認可法人である場合に､ その主務官庁の名称を記載してください｡
３. ｢同一所在地において行う事業等の種類｣ 欄には､ 今回申請をするもの及び既に指定を受けているものに
ついて事業の種類を記載し､ 該当する欄には ｢○｣ を記載してください｡
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10 指
定
内
容
を
変
更

し
た
事
業
所
(施

設
)
及
び
サ
ー
ビ

ス
の
種
類

指
定
内
容
を
変
更
し

た
事
業
所
(施
設
)

事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
氏
名
及

び
住
所

多
機
能
型
又
は
障

害
者
支
援
施
設
の

変
更
と
な
る
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業 サ
ー
ビ
ス
の
種
類

所
在
地

名
称

事
業
所
番
号

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

所
在
地

名
称

事
業
所
番
号

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 10

相
談
支
援
専
門
員
の
氏
名
及
び
住
所

事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
氏
名
及

び
住
所21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

別
記
第
三
号
様
式
中｢

(第
４
条
関
係
)
｣

を｢
(第
５
条
関
係
)
｣

に
、｢指

定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
害
者
支
援
施
設
・
指
定
相
談
支
援
事
業
所
変
更
届
出
書
｣

を｢変
更
届
出
書
｣

に
、 ｢

住
所

事
業

者
(所
在
地
)

(施
設
の
設
置
者
)
氏
名

印

を

(名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)

｣

｢事
業
者

住
所
：

名
称
：

代
表
者
：

印

に
、

連
絡
担
当
者
：

電
話
番
号
：

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢
｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
四
号
様
式
中｢

(第
４
条
関
係
)
｣

を｢
(第
５
条
関
係
)
｣

に
、｢指

定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
・
指
定
相
談
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
｣

を｢廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
｣

に
、 ｢

住
所

事
業

者
(所
在
地
)

氏
名

印

(名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)

｣

を

｢事
業
者

住
所
：

名
称
：

代
表
者
：

印

に
、

連
絡
担
当
者
：

電
話
番
号
：

｣

｢事
業
の
廃
止
(休
止
・
再
開
)
を
し
ま
し
た
｣

を｢事
業
の
廃
止
(休
止
・
再
開
)
を
し
た
い
(し
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現
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
一
般
相
談
支

援
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
措
置
(廃
止
・
休
止
し

た
場
合
の
み
)

現
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
を

受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
措
置
(廃
止
・
休
止
し
た
場

合
の
み
)

廃
止
・
休
止
し
た
理
由

廃
止
・
休
止
・
再
開
し
た
年
月
日

多
機
能
型
事
業
所
の
廃

止
､
休
止
又
は
再
開
と
な

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業 サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等

事
業
所
番
号

事
業
所
番
号

廃
止
・
休
止
す
る
理
由

廃
止
・
休
止
予
定
年
月
日
・
再
開
し
た
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等

事
業
所
番
号

事
業
所
番
号

ま
し
た
)
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
様
式
備
考
第
二
号
中｢廃

止
・
休
止
・
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
廃
止
・
休
止
の
日
の
１
月
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
｡

４
休
止
期
間
は
､
半
年
を
限
度
と
し
ま
す
｡

別
記
第
五
号
様
式
中｢

(第
５
条
関
係
)
｣

を｢
(第
６
条
関
係
)
｣

に
、

｢
住
所

設
置

者
(所
在
地
)

を

氏
名

印

(名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)

｣

｢事
業
者

住
所
：

名
称
：

代
表
者
：

印

に
、

連
絡
担
当
者
：

電
話
番
号
：

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢

(第
８
条
関
係
)
｣

を｢
(第
９
条
関
係
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢

(第
８
条
関
係
)
｣

を｢
(第
９
条
関
係
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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